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維
新
の
変
革
と
幕
臣
の
系
譜
υ

改
革
派
勢
力
を
中
心
に

ー

l
国
家
形
成
と
忠
誠
の
転
移
相
克

l
l

〈

目

次

〉

は
じ
め
に
一
問
題
の
発
端
と
所
在

第
一
章
幕
府
に
お
け
る
改
革
派
勢
力
の
形
成

1

1幕
藩
体
制
秩
序
と
忠
誠
、
そ
の
背
反
の
蔚

第
一
節
嘉
永
末
・
安
政
年
間
に
お
け
る
幕
政
改
革
(
一
一
九
巻
コ
了
四
号
)

第
二
節
改
革
派
勢
力
に
お
け
る
体
制
秩
序
と
忠
誠
(
以
上
本
号
)

第
二
章
幕
府
に
お
け
る
改
革
派
勢
カ
の
拡
大
と
そ
の
分
裂

-

I
国
家
の
発
見
・
個
人
の
析
出
と
忠
誠
の
転
移
相
克

明
治
国
家
の
形
成
と
幕
府
改
革
派
の
後
身
グ
ル
ー
プ

l
l封
建
的
忠
誠
の
解
体
と
帰
て
そ
の
諸
相

第
三
章

お

わ

り

に

菊

地

(二)

久
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説

第
二
節

改
革
派
勢
力
に
お
け
る
体
制
秩
序
と
忠
誠

論

「
外
敵
」
の
出
現
を
契
機
と
し
て
幕
藩
体
制
の
制
度
的
な
枠
組
が
大
き
く
動
揺
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
実
質
的
な
中
央
権
力
た
る
幕
府
の

政
治
支
配
に
跳
ね
返
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
嘉
、
氷
末
・
安
政
年
聞
の
こ
と
と
し
て
既
に
概
観
し
た
一
部
の
公
卿
・
大
名
や
諸
藩
草
詳
の
「
有

志
」
者
の
動
き
、
わ
け
て
も
後
者
の
政
治
的
な
急
進
化
の
動
き
を
通
し
て
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
米
通
商

条
約
調
印
・
将
軍
後
嗣
決
定
の
両
問
題
が
争
点
と
な
り
、
そ
こ
に
大
老
井
伊
直
樹
の
登
場
が
加
わ
っ
て
と
り
わ
け
顕
著
と
な
っ
た
一
方
に

お
け
る
朝
廷
へ
の
接
近
、
他
方
に
お
け
る
藩
の
枠
を
越
え
た
相
互
の
同
志
的
な
交
流
や
政
治
的
な
提
携
、

画
策
と
自
発
的
な
脱
藩
行
動
等
々
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
既
存
の
政
治
ル

l
ト
や
社
会
秩
序
か
ら
の
逸
脱
に
他
な
ら
ず
、
斯
く
の
如
き
変

動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
に
統
合
し
得
な
か
っ
た
所
に
、
幕
府
の
改
革
政
治
の
事
半
で
の
低
迷
が
あ
り
、
続
く
強
権
の
発
動
の
破
綻
が
あ

こ
う
し
た
中
で
の
「
義
挙
」
の

っ
た
の
で
あ
る
。

が
、
翻
え
っ
て
そ
の
幕
府
の
政
策
動
向
を
辿
る
な
ら
、
先
の
改
革
政
治
に
関
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
陛
鉄
の
経
緯
に
も
拘
ら
ず
既
に
そ

れ
自
体
が
秩
序
変
動
の
一
階
併
を
成
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
た
。

一
方
で
は
、
開
国
論
へ
の
転
換
や
朝
廷
へ
の
奏
聞
・
訪
佼
へ
の

汝
μ
同
叶
窓
寸
、

E
F
d一『

「
天
下
」
支
配
の
根
本
に
係
る
「
祖
法
」
の
緊
密
な
枠
組
の
変
更
が
為
さ
れ
、
他
方
で
は
、
権
力
内
部
の
こ
と
と
し
て
「
旧
例

古
格
」
の
様
々
な
修
正
が
、
特
に
人
材
の
調
達
に
お
い
て
能
力
優
先
の
形
を
と
っ
て
そ
れ
な
り
の
成
果
を
あ
げ
な
が
ら
、
推
し
進
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
て
言
え
ば
、
井
伊
直
弼
の
大
老
就
任
を
転
機
と
す
る
幕
府
の
続
く
右
旋
回
は
、
改
革
政
治
の
こ
う
し
た
本

り
様
が
前
記
の
低
迷
の
事
情
と
重
な
り
合
っ
て
、
内
部
特
権
層
の
反
発
と
巻
き
返
し
と
を
引
き
出
す
に
到
っ
た
為
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
視
野
を
思
想
領
域
に
拡
大
す
る
時
、
そ
こ
に
お
い
て
も
や
は
り
同
じ
方
向
へ
の
転
換
が
進

行
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
か
つ
て
体
制
秩
序
の
維
持
と
運
用
の
為
に
動
員
さ
れ
た
諸
観
念
、

わ
け
で
も
武
士
の
基
本
倫
理
と
し
て
そ
の

北法30(4・92)774



中
心
に
据
え
ら
れ
た
忠
誠
の
観
念
が
急
激
に
変
容
、

そ
れ
に
つ
れ
て
政
治
主
体
と
し
て
の
白
己
把
握
か
ら
政
治
的
統
合
の
構
想
に
到
る
ま

で
の
新
た
な
展
開
が
始
ま
っ
て
い
た
。
諸
藩
草
葬
の
「
有
志
」
者
の
動
き
に
結
び
つ
い
て
最
も
鮮
烈
に
、

し
か
し
、
幕
府
の
改
革
政
治
と

も
つ
な
が
っ
て
相
応
の
形
で
、

で
あ
る
。

そ
れ
自
体
の
追
跡
は
勿
論
の
こ
と
、

及
ん
で
は
、
以
下
、
改
革
を
支
え
た
主
体
勢
力
の
内
面
を
、
か
か
る
思
想
転
換
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
全
体
の
脈
絡
の
中
で
捉
え
、

幕
末
当
初
の
幕
政
改
革
を
、

政
局
全
般
の
推
移
の
中
に
位
置
づ
け
て

」
こ
に
到
る
に

(
前
節
)

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
比
較
を
方
法
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
も
あ
り
、

為
に
手
順
は
や
や
迂
遠
な
が
ら
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
ま
ず
は
忠
誠
観
念
そ
れ
自
体
の
概
略
か
ら
、
幕
末
に
お
け
る
変
容
を
探
る
上
で
の
当
然
の
前
提
と
し
て
。
次
い
で
そ
の
変
容
の
大
筋

(2) 

を
諸
藩
草
非
の
「
有
士
山
」
者
を
主
た
る
対
象
に

い
わ
ば
比
較
基
準
の
提
示
と
い
う
意
味
合
い
で
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
幕
府
改
革
派
勢

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

力
に
お
け
る
変
容
の
実
相
を
本
題
と
し
て
。
勿
論
、

こ
の
間
に
あ
っ
て
、
忠
誠
観
念
の
変
容
と
並
行
し
て
の
思
想
展
開
に
は
相
応
の
目
配

り
を
払
い
な
が
ら

で
あ
る
。

武
士
の
忠
誠

l
「
忠
義
」
「
報
思
」
「
奉
公
」
は
、
幕
末
を
迎
え
る
に
先
立
っ
て
そ
も
そ
も
が
一
義
的
で
は
あ
り
得
ず
、
こ
の
こ
と
は
予

忠
誠
は
、

め
踏
え
置
か
れ
て
然
る
可
き
で
あ
ろ
う
。

「
主
人
」
に
対
す
る
「
家
来
」
の
パ
!
ス
ナ
ル
な
献
身
の
倫
理
た
る
こ
と
を
基
調
と

し
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、

一
方
で
は
儒
教
的
諸
規
範
に
枠
付
け
ら
れ
て
こ
れ
を
前
提
、
他
方
で
は
こ
の
こ
と
と
関
連

し
て
天
皇
・
将
軍
等
制
度
的
上
位
者
に
多
分
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
連
動
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
「
奉
公
」
内
容
が
変
化
し
、
「
御

」
れ
ら
を
も
含
め
た
か
か
る
多
義
性
の
背
景
に
は
、

二
位
紀
以
上
に
亘
る
「
泰

家
」
「
社
複
」
が
忠
誠
対
象
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
が

北法93(4・93)775



説

平
」
の
持
続
、
そ
の
下
で
の
武
土
の
存
在
形
態
を
も
含
め
た
社
会
全
般
の
漸
進
的
変
容
、

そ
れ
自
体
の
分
節
的
且
重
層
的
な
制
度
構
造
が
あ
っ
た
。

に
も
拘
ら
ず
な
お
基
本
に
変
り
な
き
幕
藩
体
制

北法30(4・94)776

論

戦
国
期
の
抗
争
を
経
て
大
名
分
国
制
の
構
造
と
共
に
徳
川
の
治
世
に
持
ち
込
ま
れ
た
武
士
の
忠
誠
は
、
知
行
・
俸
禄
給
付
の
「
思
」
に

対
す
る
「
奉
公
」
と
し
て
あ
り
、
戦
闘
の
日
常
に
お
い
て
培
わ
れ
た
に
相
応
し
く
、
主
従
の
エ
モ

l
シ
ョ
ナ
ル
な
結
び
つ
き
l

「
主
従
の

契
」
を
前
提
に
一
種
苛
烈
な
献
身
を
当
為
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
徒
党
形
成
以
来
の
習
俗
に
発
す
る
斯
く
の
如
き
様
式
と
内
容
と
は
、

大
名
家
主
従
が
最
後
ま
で
軍
事
集
団
た
る
半
面
を
残
し
て
、
こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
内
に
相
互
の
人
格
的
結
合
性
を
多
少
な
り
と
も
温
存

さ
せ
る
状
況
の
下
、
幕
末
を
迎
え
て
な
お
一
方
の
系
譜
を
形
作
り
、
し
か
も
底
部
に
お
け
る
そ
の
基
調
を
織
り
成
し
て
い
た
。
「
主
人
よ

り
給
わ
る
扶
持
米
給
金
を
、
思
に
う
け
て
か
た
じ
け
な
く
、
主
人
の
為
に
は
一
命
を
も
す
っ
べ
し
と
思
ふ
は
、
家
来
の
義
理
也
」
と
は
、

あ
る
場
合
に
は
「
我
身
を
以
て
家
来
の
身
の
上
を
思
ひ
や
」
る
「
主
人
の
法
」
と
背
中
合
せ
の
形
で
(
伊
勢
貞
丈
『
貞
丈
家
訓
「
)
、
折
に

触
れ
て
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
者
の
併
せ
説
か
れ
る
所
以
、
す
な
わ
ち
「
身
命
を
捨
る
」
奉
仕
が
「
主
人
」
と
の
直
接
的
な
係

「
知
行
御
加
増
、

り
合
い
に
お
い
て
特
に
そ
の
聞
の
感
激
を
挺
子
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
金
銀
過
分
に
拝
領
な
ど
、
有
難
き
事
は
な
く
候

え
共
、
夫
よ
り
は
、
日
ハ
御
一
言
、
が
訴
く
、
腹
を
切
志
は
発
る
も
の
也
」
と
、
周
知
の
『
葉
隠
』
が
こ
れ
を
鮮
明
に
伝
え
て
い
る
。

徳
川
の
治
世
に
持
ち
込
ま
れ
た
武
士
の
「
奉
公
」
は
、
主
従
関
係
の
世
襲
化
が
進
ん
で
「
恩
」
が
「
世
禄
」
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る

中
、
総
じ
て
一
方
的
な
当
為
た
る
性
格
を
強
め
、
教
え
と
し
て
は
、
「
主
人
の
し
か
た
は
わ
ろ
く
と
も
、
そ
れ
に
か
ま
わ
ず
、
家
来
は
ふ

た
心
な
く
、
主
人
の
為
を
思
ふ
ベ
し
」
(
同
前
)
と
説
か
れ
る
の
を
通
例
と
し
た
。

カ三

」
の
種
の
教
え
は
、

絶
対
的
な
恭
順
や
盲
目
的

な
追
随
に
帰
す
る
も
の
で
は
少
し
も
な
い
。
「
奉
公
」
の
根
底
に
は
、
「
武
士
道
」
と
し
て
形
象
化
さ
れ
、
「
士
道
」
へ
の
変
容
過
程
に
お

い
て
な
お
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
武
士
の
主
体
的
・
能
動
的
エ
ト
ス
、
遡
つ
て
は
独
立
の
戦
闘
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
そ



れ
が
、
献
身
の
当
為
を
裏
打
ち
す
る
も
の
と
し
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
単
な
る
恭
順
や
盲
目
的
な
追
随
を
「
杭
官
宮
妾
の

み
ち
」
と
強
く
排
斥
、
却
っ
て
「
御
為
を
存
じ
」
て
の
不
断
の
「
諌
言
」
を
目
指
す
よ
う
な
独
特
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
な
っ
て
反
映
し
て

い
た
。
総
じ
て
、
「
人
臣
の
君
に
事
候
に
は
、
実
心
を
吐
出
し
、
よ
き
事
を
ば
よ
き
と
申
上
、
悪
し
き
事
は
悪
し
き
と
申
上
候
て
こ
そ
然

る
可
く
」
(
藤
田
東
湖
『
壬
辰
封
事
』
)
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
含
意
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
〈
君
、
若
た
ら
ず
と
も
、

臣

臣
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
〉
の
教
え
が
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

(2) 

「
報
恩
」
「
奉
公
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
主
人
」
に
対
す
る
パ

i
ス
ナ
ル
な
献
身
の
倫
理
と
し
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
時

を
経
る
毎
に
多
義
的
な
色
合
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
を
少
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
泰
平
」

の
持
続
と
と
も
に
武
士
の
為
政
者

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

し
か
も
こ
れ
と
並
行
し
て
一
種
の
官
僚
化
が
進
ん
だ
こ
と
は
、
「
奉
公
」
内
容
の
拡
大
と
力
点
の
移
動

l
l「人

殺
奉
公
」
に
並
ぶ
「
治
世
の
御
奉
公
」
及
び
後
者
の
相
対
的
優
位
化
1
1
0
を
促
し
、
「
当
時
の
官
途
は
い
に
し
へ
の
戦
場
に
て
」
(
川
路
聖

訣
『
遊
芸
園
随
筆
』
)
と
の
発
想
を
生
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、

て、 的
側
面
が
比
重
を
増
し
、

主
従
関
係
世
襲
化
の
一
般
状
況
を
も
う
一
方
の
背
景
と
し

の
、
「
主
人
」
を
介
し
て
の
忠
誠
対
象
化
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
し
か

か
か
る
プ
ロ
セ
ス
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
儒
教
的
な
教
養
の
謹
透
過
程
と
し
て
あ
り
、

又

「
御
家
L

の、

さ
ら
に
は
「
国
家
社
稜
」
(
領
国
支
配
統
体
)

も
、
注
目
す
べ
き
は
、

そ
の
こ
と
が
、
「
主
人
」
も
し

く
は
こ
れ
を
介
し
て
の
「
国
家
社
稜
」

へ
の
「
奉
公
」
を
し
て
、
「
修
己
治
人
」
の
諸
規
範
を
踏
え
て
の
、
わ
け
て
も
八
天
下
為
公
l
仁
政

安
民
V

の
「
天
道
」
理
念
を
前
提
と
し
て
の
、
献
身
命
題
た
ら
し
め
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

北法30(4・95)777

の
官
僚
機
構
化
が
集
団
内
部
の
身
分
秩
序
を

基
本
と
し
て
そ
の
一
層
の
細
分
化
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
中
、
か
か
る
現
実
へ
の
順
応
が
「
礼
」
「
敬
」
「
辞
譲
」
等
の
徳
目
を
以
て
説
か
れ

て
い
た
。
中
心
た
る
君
臣
主
従
の
関
係
に
関
し
て
は
、
「
天
上
に
位
し
地
下
に
載
せ
、
君
は
尊
く
臣
は
卑
し
く
し
て
乾
坤
定
ま
る
」
(
山
鹿

儒
学
が
秩
序
の
教
義
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
は
、
既
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「
御
家
」



説

る索
も行
の『
で山
あ鹿
イフ 三五
ロロ

たリ類行
o "= ~ 

カ三

の
「
名
分
」
論
に
代
表
さ
れ
る
如
く

」
れ
を
自
然
の
上
下
秩
序
に
比
定
し
て
そ
の
序
列
の
一
層
の
遵
守
を
教
え

論

る
以
上
に
、
武
士
に
対
し
て
為
政
者
・
統
治
体
成
員
と
し
て
の
理
念
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「天」

か
ら
の
「
治
世
」
の
委
託
l
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こ
う
し
た
在
り
様
は
、
あ
く
ま
で
も
一
面
た
る
に
と
ど
ま
る
。
か
の
「
政
教
」
の
教
え
は
、
秩
序
の
教
義
で
あ

土
地
・
人
民
の
「
預
り
」
論
を
前
提
に
、

主
従
の
い
ず
れ
を
も
「
治
国
平
天
下
」
を
「
職
分
」
と
す
る
、
従
っ
て
又
「
修
身
斉
家
」
を
不

可
避
の
要
蹄
と
す
る
存
在
と
見
倣
し
、
こ
の
よ
う
な
統
治
主
体
を
拘
束
す
る
〈
天
下
為
公
l
仁
政
安
民
〉
の
政
治
原
理
や
〈
私
l
利
欲
〉

否
定
の
道
徳
命
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
臣
下
従
者
に
向
か
っ
て
は
、

道
に
誘
引
す
る
を
以
て
其
の
志
と
す
」
(
向
上
)
「
臣
は
君
に
人
を
救
は
ん
事
を
約
す
、
人
を
救
ふ
こ
と
道
を
行
て
是
を
導
き
、
凶
を
治
て

是
を
安
ん
ず
る
に
あ
り
」
(
室
鳩
巣
『
不
亡
抄
U
)

等
々
、
こ
れ
ら
の
原
理
や
命
題

l
「
道
」
「
仁
」
「
義
」
を
踏
え
て
の
「
大
忠
」
を
開
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
君
子
の
君
に
仕
ふ
る
は
、

道
を
行
ひ
て
主
君
を
大

儒
尚
子
は
程
朱
学
を
中
心
に
藩
校
や
私
塾
の
整
備
充
実
を
通
し
て
武
士
の
末
端
へ
と
及
ん
だ
が
、
か
か
る
浸
透
が
帰
す
る
所
も
又
、
教
え

と
し
て
の
こ
う
し
た
在
り
様
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
浸
透
は
、
一
方
に
お
い
て
「
朱
子
の
皮
肉
の
み
取
用
、
謹
慎
堅
固
の
み
専

一
と
仕
」
(
藤
田
東
湖
、
同
前
)
る
動
き
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
従
来
の
自
立
的
・
能
動
的
エ
ト
ス
を
変
質
せ
し
め
つ
つ
、
集
団
秩
序
・
位

階
組
織
へ
の
順
応
を
促
し
て
い
た
。
が
、
も
う
一
方
で
は
、
〈
武
士
は
義
の
為
に
死
す
〉
と
て
、
武
士
従
来
の
エ
ト
ス
そ
の
ま
ま
に
原
理

や
規
範
の
為
に
挺
身
す
る
姿
勢
を
自
ら
し
、
そ
れ
と
共
に
特
に
「
民
ノ
世
話
ヤ
キ
」
を
為
し
「
国
天
下
ノ
タ
メ
ニ
命
ヲ
掛
ル
コ
ト
」
を
既

存
の
「
奉
公
」
命
題
た
る
「
其
君
ノ
タ
メ
ニ
身
命
ヲ
抽
」
つ
こ
と
と
並
存
せ
し
め
て
(
会
沢
安
『
人
臣
去
就
説
』
)
、
全
体
と
し
て
は
後
者

と
癒
着
す
る
形
で
こ
れ
を
忠
誠
の
当
為
内
容
た
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
君
ノ
御
為
ヲ
働
キ
、
天
下
国
家
ノ
御
利
益
ニ
モ
相
成
候
大
業

ヲ
起
シ
」
(
橋
本
左
内
『
啓
発
録
』
)
と
の
表
現
が
生
れ
広
が
る
所
以
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
武
士
の
モ
1

レ
ス
の
「
武
士
道
」
か
ら
「
士

も
埠
」

へ
の
相
対
的
な
変
容
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
儒
教
的
な
教
養
の
浸
透
に
伴
つ
て
の
か
か
る
動
向
を
指
す
に
他
な
ら
な
い
。



と
こ
ろ
で
、

儒
教
が
受
容
さ
れ
て
次
第
に
武
土
に
浸
透
し
て
い
く
過
程
に
あ
っ
て
は
、
「
主
人
」
に
対
す
る
忠
誠
は
、

単
に
そ
の
教
え

を
以
て
す
る
規
範
的
な
枠
付
け
を
受
け
た
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
枠
付
け
を
通
じ
て
、

さ
ら
に
、
将
軍
・
天
皇
等
の
制
度
的

上
位
者
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
の
分
節
的
且
重
層
的
な
制
度
構
造
に
つ
い
て
は
、
事
改
め
て
説
く
ま
で
も
あ
る

ま
い
。
大
名
家
の
領
国
支
配
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
最
大
の
単
位
で
あ
る
徳
川
幕
府
が
「
天
下
」
統
治
の
主
体
と
し
て
他
に
実
質

的
に
君
臨
、
又
、
か
か
る
主
体
は
、
伝
統
的
権
威
た
る
朝
廷
を
多
分
に
形
式
的
に
そ
の
上
位
存
在
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
社
会

体
制
の
下
、
分
節
の
構
造
に
照
応
し
て
の
個
別
分
散
的
な
忠
誠
が
、
そ
の
上
下
の
重
層
構
造
に
即
し
て
、
多
分
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
体

(2) 

系
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

維新の変革と幕直の系譜:改革派勢力を中心に

外
様
の
大
名
と
し
て
備
前
の
地
を
領
し
た
池
田
光
政
は
、
臣
下
に
対
し
て
「
安
民
L

の
「
奉
公
」
を
説
く
に
、
将
軍
へ
の
己
が
忠
誠
義

務
を
踏
え
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
「
上
様
は
日
本
国
中
の
人
民
を
天
よ
り
預
り
成
さ
れ
、
国
主
は
人
民
を
上
様
よ
り
預
り
奉
る
。

一
国
の
民
の
安
き
と
不
安
と
は
、

家
老
土
は
其
君
を
助
て
、
其
民
を
安
く
せ
ん
事
を
計
る
物
な
り
。

一
国
の
主
人
に
懸
る
べ
き
事
な
れ
ど

も
、
天
下
の
民
の
一
人
も
其
所
を
得
ざ
る
は
、
上
様
御
一
人
の
責
な
れ
ば
、
此
国
民
を
困
窮
せ
し
む
る
は
、

る
儀
な
り
。
不
忠
な
る
事
是
よ
り
甚
は
な
し
」
0

上
様
の
御
冥
加
を
へ
ら
し
奉

明
暦
ニ
(
一
六
五
六
)
年
に
出
さ
れ
た
布
告
の
中
の
こ
の
発
言
は
、

儒
教
的
教
義
を
以

て
す
る
忠
誠
の
体
系
化
の
、
比
較
的
早
い
時
期
の
好
例
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

「
天
」
か
ら
の
統
治
の
委
託
が
ま
ず
将
軍
に

「
仁
政
」
を
目
指
す
家
臣
の
忠
誠
は

そ
の
ま
ま
大
名
の
将
軍
に
対
す
る
そ
れ
に
連
結
せ

て
こ
れ
を
介
し
て
大
名
に
到
る
も
の
と
さ
れ
、

し
め
ら
れ
て
い
た
。
幕
府
支
配
の
正
統
化
が
当
初
か
ら
儒
教
的
な
有
徳
者
君
主
思
想
の
援
用
を
以
て
為
さ
れ
た
こ
と
は
、
林
羅
山
が
徳
川

家
康
に
答
え
て
の
湯
武
放
伐
肯
定
論
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
既
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
池
田
光
政
の
こ
の
よ
う
な
定
式

化
は
ま
さ
し
く
、
「
天
」
の
付
託
を
根
拠
と
す
る
そ
の
支
配
の
弁
証
を
認
容
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、

幕
府
の
「
天
下
」
統

そ
し

北法30(4・97)779



説

治
を
承
認
し
て
、
領
国
支
配
を
こ
れ
か
ら
の
委
任
と
受
け
と
め
る
臣
従
化
の
傾
向
は
、
譜
代
は
言
わ
ず
も
が
な
、
外
様
の
大
名
に
あ
っ
て

す
ら
「
領
国
之
儀
は
上
よ
り
御
預
け
置
遊
さ
る
犠
に
候
へ
ば
、
国
政
之
事
各
々
油
断
仕
間
敷
候
」
(
加
賀
藩
々
主
前
田
綱
紀
)
「
我
は
大
国

家
来
を
扶
崩
し
て
、
非
常
に
備
ふ
る
役
な
る
故
」
(
肥
後
藩
々
主
細
川
重
賢
)
等
々
、

論

を
下
置
か
れ
、
何
不
足
も
な
き
身
な
れ
ど
も
、

実
に
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
天
下
」
統
治
の
主
体
た
る
幕
府
は
、
天
皇
朝
廷
の
伝
統
的
権
威
を
上
位
の
存
在
と
し
て
仰
い
で
お
り
、

し
て
、
よ
り
正
確
に
は
、
将
軍
が
武
家
の
棟
梁
た
る
由
来
の
地
位
を
そ
こ
か
ら
の
叙
任
に
仰
ぐ
こ
と
を
以
て
、
支
配
正
統
化
も
う
一
方
の

根
拠
と
し
て
い
た
。
こ
れ
と
の
関
連
で
付
け
加
え
る
な
ら
、
斯
く
の
如
き
在
り
様
が
、
当
の
統
治
権
力
内
部
に
、
先
の
「
天
」
か
ら
の
付

一
人
の
天
下
に
あ
ら
ず
」
の
〈
天
下
為
公
〉
命
題
と
な
っ
て
跳
ね
返
る
そ
れ
と
並
ん
で
、
「
ま
し
て
六
十

こ
の
こ
と
を

託
論
、
「
天
下
は
天
下
の
天
下
、

余
州
は
禁
廷
よ
り
御
預
り
遊
ば
さ
れ
候
御
事
に
御
座
候
」
と
の
委
任
説
を
、
従
っ
て
文
「
皇
天
及
び
禁
廷
へ
の
御
勤
」
の
強
調
を
賀
し
て

い
た
(
松
平
定
信
『
御
心
得
之
箇
条
』
)
0

そ
の
実
効
支
配
の
故
に
大
名
に
お
い
て
領
国
「
預
り
」
の
発
想
を
一
般
た
ら
し
め
た
幕
府
は
、

他
方
、
現
実
的
な
意
味
合
い
こ
そ
違
え
、
前
者
の
後
者
に
対
す
る
と
ほ
ぼ
同
様
の
立
場
を
対
「
禁
廷
」
に
お
い
て
示
し
、
実
際
に
は
強
い

政
治
規
制
を
加
え
つ
つ
も
、

な
お
こ
れ
へ
の
臣
従
を
根
本
の
建
て
前
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

幕
府
が
朝
廷
を
上
位
の
存
在
と
す
る
こ
と
に
、
問
題
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
支
配
の
正
統
化
と
深
く
結
び
つ
い
て
の
そ
う
し
た
現

世
権
威
の
戴
奉
は
、
大
名
層
が
将
軍
と
同
じ
官
位
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
形
式
的
に
は
こ
れ
と
並
ぶ
「
朝
臣
」
と
さ
れ
て
い
た
事
情
も
手

伝
っ
て
、
「
天
下
ノ
諸
大
名
皆
々
御
家
来
ナ
レ
ド
モ
、
官
位
ハ
上
方
ヨ
リ
論
旨
、
位
記
ヲ
下
サ
レ
ル
コ
ト
ナ
ル
故
、
下
心
ニ
ハ
禁
裏
ヲ
誠

ノ
君
ト
存
ズ
ル
輩
モ
有
ル
可
シ
」
(
荻
生
但
保
『
政
談
』
)
と
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
総
体
の
君
臣
関
係
に
絶
え
ざ
る
不
安
定
要
素
を
残
す
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
幕
府
の
「
天
下
」
統
治
が
「
泰
平
」
の
持
続
に
つ
な
が
る
状
況
の
下
で
、

問
題
化
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
天
皇
の
戴
奉
は
、

そ
う
し
た
矛
盾
が
現
実

一
方
に
お
い
て
か
か
る
伝
統
存
在
の
上
位
性
を
一
般
の
了
解
事
項
と 確
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議さ
和せ
書(な
bEEが
ら
と も

他
方
で
は
「
古
礼
を
あ
ふ
ぎ
古
楽
を
し
た
ひ

禁
中
を
あ
が
め
て
君
臣
の
義
を
天
下
に
教
給
ひ
候
」
(
熊
沢
蕃
山
『
集

却
っ
て
そ
こ
に
将
軍
の
「
名
分
」
遵
守
|
有
徳
性
を
見
る
議
論
を
通
例
た
ら
し
め
て
い
問
。
い
わ
ば
こ
う
し
た
形
で
、

体
制
総
体
の
「
君
臣
上
下
」
の
序
列
化
が
、
従
っ
て
又
、
忠
誠
の
多
分
に
観
念
的
な
体
系
化
が
、
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

広
汎
な
影
響
力
に
お
い
て
幕
末
も
間
近
に
此
立
す
る
後
期
水
戸
学
、

そ
の
内
に
向
か
っ
て
の
尊
王
敬
幕
論
も
斯
く
の
如
き
プ
ロ
セ
ス
の

一
区
画
と
し
て
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
「
恩
」
と
「
情
」
と
の
実
感
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
忠
誠
本
来
の
在
り
様
か
ら
し
て
、
そ

の
体
系
化
は
一
般
的
に
は
間
接
の
上
位
者
に
対
す
る
奉
仕
意
識
の
耐
養
を
意
味
せ
ず
、
諸
藩
の
家
臣
層
に
お
い
て
そ
れ
は
特
に
然
り
で
あ

っ
た
。
西
力
東
漸
の
趨
勢
を
前
に
体
制
そ
れ
自
体
へ
の
危
機
感
か
ら
発
し
た
後
期
水
戸
学
の
立
論
は
、
こ
の
よ
う
な
忠
誠
体
系
化
の
手
詰

(2) 

り
状
況
の
打
破
を
含
意
に
、
「
君
臣
」
全
体
秩
序
の
よ
り
徹
底
せ
る
提
示
と
し
て
登
場
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
天
祖
」

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

「
東
照
宮
」
以
来
の
「
恩
沢
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
強
調
し
て
上
位
存
在
に
対
す
る
忠
誠
の
内
面
化
を
意
図
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
「
眼
前
の
君
父
を
も
さ
し
置
き
、
た
だ
ち
に
天
朝
・
公
辺
へ
忠
を
尽
さ
む
と
思
」
う
反
面
の
逸
脱
可
能
性
を
見
逃
さ
ず
、
こ
れ
を
「
借

乱
の
罪
」
と
断
じ
て
強
く
禁
止
(
徳
川
斉
昭
『
告
志
篇
』
)
、

以
来
、

「
皇
統
一
姓
し
の
権
威
を
頂

点
と
す
る
「
君
臣
L

の
序
列
、
以
下
将
軍
i
大
名

l
家
士
と
連
る
そ
れ
を
「
天
子
は
天
工
に
代
り
て
天
業
を
弘
め
給
ふ
。
幕
府
は
天
朝
を

佐
け
て
天
下
を
統
御
せ
ら
る
る
。
邦
君
は
み
な
天
朝
の
藩
扉
に
し
て
、
幕
府
の
政
令
を
其
の
国
国
に
布
く
。
各
々
其
の
邦
君
の
命
に
従
ふ

は
、
即
ち
幕
府
の
政
令
に
従
ふ
の
理
に
て
、
天
朝
を
仰
ぎ
、
天
祖
に
報
い
奉
る
の
道
な
り
」
(
会
沢
安
『
油
務
篇
』
)
と
、
教
え
説
い
た
の

か
か
る
動
態
的
枠
付
け
の
意
味
合
い
を
以
て
、

で
あ
る
。

北法30(4・99)781

儒
教
的
諸
規
範
に
枠
付
け
ら
れ
て
こ
れ
を
奉
仕
の
前
提
と
し
、
又
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
制
度
的
上
位
者
一
般
に
多
分
に
イ
デ
オ
ロ
ギ

l
的
に
連
動
さ
せ
ら
れ
て
い
た
主
従
間
の
当
為
た
る
忠
誠
、
幕
末
に
お
け
る
そ
の
変
容
と
は
、
こ
の
よ
う
な
多
義
性
の
中
に
あ
っ
て
の
意



説

そ
の
こ
と
に
よ
る
質
的
な
内
容
の
転
換
を
言
う
に
他
な
ら
な
い
。

「
外
敵
」
に
直
面
し
て
体
制
総
体
の
危
機

論

味
の
代
位
や
力
点
の
移
動
、

が
強
く
自
覚
さ
れ
る
に
到
つ
て
は
、
領
国
支
配
の
|
|
但
し
幕
府
に
お
い
て
は
そ
の
「
天
下
」
統
治
の
|
!
規
制
原
理
と
し
て
定
着
し
た

〈
仁
政
安
民
|
天
下
為
公
〉
の
政
治
理
念
が
、
広
く
「
開
国
」
維
持
の
目
的
意
識
と
結
び
つ
い
て
そ
の
維
持
命
題
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て

、
F-

l
v
φ
ー
ド

(
意
味
の
代
位
)

0

又
、
政
治
的
な
視
野
の
拡
大
が
「
天
朝
」
や
「
公
辺
」
等
の
上
位
存
在
に
対
す
る
関
心
を
促
す
中
、

特
に
前
者

ー
「
百
代
連
綿
」
の
伝
統
的
権
威
が
、
「
皇
国
」
「
神
州
」
の
観
念
と
つ
な
が
っ
て
そ
の
象
徴
と
し
て
大
き
く
浮
上
し
て
い
た

(
力
点
の
移

こ
う
し
た
反
応
が
互
い
に
混
同
し
つ
与
し
か
本
「
大
危
急
」
に
照
応
し
た
武
士
的
エ
ト
ス
の
活
性
化
と
絡
み
あ
い
な
が
ら
、

に
お
い
て
は
前
提
た
る
原
理
の
既
成
秩
序
か
ら
の
議
離
に
、
他
方
で
は
「
眼
前
の
君
父
」
を
越
え
た
人
格
的
象
徴
へ
の
対
象
転
移
に
、
そ

動)。
し
て
や
が
て
は
体
制
の
総
体
と
「
凶
国
」
「
皇
国
」
と
の
弁
別
及
び
後
者
の
忠
誠
対
象
化
へ
と
収
敵
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
質
的
転
換
)

0

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
、
所
与
の
秩
序
か
ら
の
現
実
的
も
し
く
は
内
面
的
な
解
放
の
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う

そ
の
変
容
と
ほ
に
パ
ラ
レ
ル
に
、
自
己
の
異
端
者
と
し
て
の
再
定
立
が
い
わ
ば
大
い
な
る
肯
定
を
込
め
て
、
し
か
も

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

同
志
的
連
帯
の
志
向
を
伴
い
な
が
ら
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

さ
ら
に
は
又
、
新
た
な
政
治
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
模
索
が
、
内
外
の
情
報
の
積
極

的
な
収
集
や
そ
の
阻
瞬
を
通
じ
て
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
思
想
領
域
に
お
け
る
嘉
永
末
・
安
政
年
間
と
は
、
か
か
る
展
開
が
本
格
化

す
る
最
初
の
階
梯
に
他
な
ら
ず
、
然
、
る
が
故
に
所
与
性
か
ら
の
そ
の
解
放
が
周
囲
と
の
札
牒
は
勿
論
の
こ
と
、

よ
り
以
上
に
内
な
る
遼
巡

や
葛
藤
を
伴
っ
て
進
行
し
た
真
に
興
味
深
い
時
期
で
あ
っ
た
。

「
西
洋
の
衝
聡
ご
を
契
機
と
し
た
忠
誠
観
念
の
変
容
を
そ
の
大
筋
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
、
前
提
た
る
〈
仁
政
|
為
公
〉
原
理
の
「
閤

北法30(4・100)782

一
方



国
」
維
持
命
題
へ
の
転
化
を
伴
っ
た
既
成
秩
序
か
ら
の
霧
離
、
及
び
「
一
姓
歴
々
」
の
伝
統
的
権
威
の
「
皇
国
」
観
念
と
結
び
つ
い
て
の

価
値
的
浮
上
と
こ
れ
へ
の
対
象
転
移
、
さ
し
あ
た
り
は
こ
の
よ
う
に
要
約
し
得
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
は
分
ち
難
い
二
様
の
動
向
の
後
者

か
ら
取
り
上
げ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
幕
府
支
配
の
相
対
化
や
在
来
の
主
従
制
的
結
合
か
ら
の
超
出
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
体
制

総
体
の
対
外
的
な
価
値
づ
け
に
発
し
て
壌
夷
論
の
一
般
化
と
共
に
進
行
、
特
に
諸
藩
草
非
「
有
志
」
者
の
政
治
的
な
急
進
化
と
共
に
劇
的

な
展
開
を
見
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

幕
府
支
配
を
正
統
化
す
る
権
威
と
し
て
体
制
の
頂
点
に
置
か
れ
た
天
皇
は
、
他
方
、

一
つ
の
文
化
的
・
社
会
的
統
体
と
意
識
さ
れ
る
全

(2) 

体
の
秩
序
を
外
に
向
か
っ
て
価
値
づ
け
る
源
泉
と
も
さ
れ
、
「
百
代
連
綿
」
の
存
続
に
様
々
な
意
味
を
読
み
込
ん
で
こ
れ
を
戴
く
統
体
の

維新の変革と幕臣の系諮:改革派勢力を中心に

特
殊
性
と
優
越
性
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
作
業
が
、
既
に
幕
末
も
遥
か
に
以
前
か
ら
、

主
に
中
国
文
明
と
そ
の
影
響
と
を
腕
む
形

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
『
中
朝
事
実
』
を
著
し
た
山
鹿
素
行
や
山
崎
闇
斎
|
浅
見
細
斎
l
若
林
強
斎
と
連
る
崎
門
派
朱
子
学
一
方
の
流

れ
、
或
は
又
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
平
田
篤
胤
の
門
流
を
派
生
と
し
た
国
学
の
系
譜
、

こ
れ
ら
に
お
け
る
「
名
分
」
論
を
以
て
の

日
本
版
「
中
華
」
説
や
「
漢
意
」
「
さ
か
し
ら
」
を
排
し
て
の
「
古
道
」
論
l
「
神
国
」
思
想
が
容
易
に
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
伝
統

の
下
、
欧
米
諸
列
強
の
日
本
へ
の
輯
帳
が
憂
慮
さ
れ
る
に
到
っ
て
は
、
体
制
総
体
を
一
個
の
政
治
的
統
体
と
し
て
こ
れ
を
「
宇
内
」
に
師

値
を
つ
け
る
作
業
が
為
さ
れ
、
「
神
州
は
太
陽
の
出
ず
る
所
、
元
気
の
始
ま
る
所
に
し
て
、
天
日
之
嗣
、

古
易
ら
ず
、
固
よ
り
大
地
の
元
首
に
し
て
、
万
国
の
綱
紀
な
り
o

」
(
会
沢
安
『
新
論
』
)
と
説
い
た
後
期
水
戸
学
、
特
に
そ
の
「
国
体
の

尊
厳
」
の
議
論
を
典
型
と
し
て
、
崎
門
流
・
国
学
流
の
立
論
が
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
性
格
を
持
つ
弁
証
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
た
。
対

か
か
る
議
論
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
dv

世
々
・
震
極
を
御
し
た
ま
ひ
て
、

外
的
な
危
機
意
識
の
全
体
的
な
高
ま
り
と
共
に
、

終

北法30(4・101)783



説

〈
体
制
総
体
を
一
個
の
政
治
的
統
体
と
し
て
〉
と
述
べ
た
よ
う
に
、
「
洋
夷
」
を
望
見
し
て
の
「
国
体
」
論
や
「
神
田
」
思
想
は
、

を
内
に
向
か
っ
て
の
奥
行
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
総
じ
て
既
成
の
秩
序
を
容
認
し
て
そ
の
一
層
の
強
化
を
志
向
す
る
も
の
に
他
な
ら
な

論

か
っ
た
。
後
期
水
戸
学
に
あ
っ
て
の
尊
皇
敬
幕
論
に
つ
い
て
は
既
に
一
瞥
し
た
通
り
で
あ
る
。

国
学
の
系
譜
に
お
い
て
も
、
「
百
姓
は
、

ま
た
姑
く
天
下
の
諸
大
名
に
預
け
給
へ
る
物
な
れ
ば
」

御
政
事
申
玉
ふ
、
大
将
軍
の
御
提
を
ば
、
即
神
の
御
示
し
へ
ぞ
と
、
か
し

こ
み
守
り
て
、
各
、
其
君
、
其
親
に
、
力
の
限
り
つ
と
め
仕
へ
よ
」
(
和
泉
真
国
『
明
道
書
』
)
等
々
、
宣
長
以
来
の
大
政
委
任
論
や
政
治

的
服
従
の
教
説
が
そ
の
半
面
に
付
随
し
て
い
た
。
「
皇
統
」
を
中
心
に
据
え
る
が
故
に
、
突
き
詰
め
る
な
ら
他
を
一
律
に
こ
れ
の
「
臣
民
」

も
と
よ
り
我
朝
廷
の
百
姓
に
候
を
、
暫
く
征
夷
大
将
軍
に
御
あ
づ
け
あ
り
し
を
、

(
生
田
万
『
岩
に
む
す
苔
』
)
「
天
皇
を
現
御
神
と
尊
み
奉
り
、

と
せ
ざ
る
を
得
、
ず
、
現
に
水
戸
学
す
ら
「
邦
君
は
み
な
天
朝
の
藩
扉
」
と
規
定
し
て
そ
う
し
た
方
向
へ
の
傾
斜
を
示
し
、
為
に
一
老
儒
を

し
て
「
因
っ
て
当
時
の
事
実
相
違
し
、
就
て
は
幕
朝
は
天
下
を
有
す
る
君
に
て
は
こ
れ
な
く
、
諸
侯
の
内
に
て
権
勢
あ
る
君
の
や
ふ
に
思

ふ
者
も
之
れ
あ
る
べ
き
か
、
終
に
は
列
国
の
諸
大
名
を
し
て
自
然
と
君
臣
の
分
に
疑
を
生
ぜ
し
め
、
此
よ
り
し
て
忠
孝
道
背
き
争
乱
の
端

を
も
醸
し
な
さ
ん
か
」
(
山
県
太
華
『
講
孟
別
記
評
語
』
)
と
指
弾
せ
し
め
た
危
う
さ
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
な
お
そ
れ
自
体
と
し
て
は
所

与
の
秩
序
の
維
持
と
強
化
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、

そ
の
価
値
づ
け
の
弁
証
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
、
明

ら
か
に
様
相
が
異
っ
て
い
た
。
指
摘
さ
れ
た
危
う
さ
が
確
実
に
露
呈
し
て
、

ま
さ
し
く
「
争
乱
の
端
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

体
制
総
体
l
政
治
的
統
体
の
危
機
が
意
識
さ
れ
て
全
体
政
治
へ
の
関
心
と
意
欲
と
が
大
き
く
高
ま
る
中
、
「
国
体
の
尊
厳
」
や
「
神
国
」

の
「
神
国
」
た
る
所
以
を
説
く
議
論
は
、
多
く
の
能
動
分
子
に
様
々
な
形
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
が
、

か
か
る
中
で
の
そ
の
影
響
力

の
拡
大
は
、
外
に
統
体
を
価
値
づ
け
る
「
皇
統
」
を
し
て
内
に
新
た
な
政
治
象
徴
た
ら
し
め
、
翻
え
っ
て
幕
府
支
配
の
相
対
化
を
促
し
て れ
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い
た
o

ア
ヘ
ン
戦
争
の
風
聞
に
接
し
た
佐
久
間
象
山
手
必
ケ
ト
臥
六
咽
)
が
迫
り
来
る
「
夷
秋
」

「
外
冠
之
義
は
国
内
の
争
乱
と
も
相
違
仕
、
事
勢
に
依
り
候
て
は
、
世
界
万
国
に
比
類
之
無
き
百
代
連
綿
と
お
わ
し
ま
し
候
皇
統
の
御
安

危
に
も
預
り
候
事
に
て
、
独
り
徳
川
家
の
御
栄
辱
に
の
み
係
り
候
義
に
御
座
無
く
候
へ
ば
、
神
州
闇
国
の
休
戚
を
共
に
仕
候
事
に
て
一
‘
生

を
此
国
に
受
け
候
も
の
は
、
貴
賎
尊
卑
を
限
ら
ず
、
如
何
様
と
も
憂
念
仕
ベ
き
義
と
存
じ
奈
り
低
限
は
、
そ
う
し
た
展
開
を
先
駆
的
に
示

「
神
州
閤
国
」
の
存
亡
が
意
識
さ
れ
て
の
総
力
の
結
集
な
い
し
広
範
な
政
治
参
加
の
要
請
が
、
「
百
代
連
綿
」
の

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
徳
川
幕
府
の
専
権
的
な
「
天
下
」
統
治
の
限
定
性
を
一
切
ら

へ
の
対
処
を
説
い
て
述
べ
た
一
節
、

す
好
例
と
言
え
よ
う
。

「
皇
統
」
を
全
体
の
象
徴
と
見
て
こ
れ
を
中
心
に
据
え
、

ω 

か
に
す
る
と
い
う
形
で
、
引
き
出
さ
れ
て
い
た
。
同
様
の
展
開
は
、
襲
封
し
て
間
も
な
い
薩
摩
藩
主
島
津
斉
彬
が
「
異
国
船
手
当
之
儀
」

を
「
日
本
之
御
国
体
に
も
響
き
候
」
問
題
と
受
け
止
め
て
、
こ
れ
に
対
処
す
ベ
く
家
臣
達
に
向
け
て
そ
の
心
構
え
を
「
浦
々
末
々
に
至
る

ま
で
、
我
が
知
行
地
と
存
込
候
儀
、
第
一
之
心
得
違
に
て
、
天
子
よ
り
国
家
人
民
を
預
り
奉
る
と
存
侯
得
ば
、
間
違
之
有
る
間
敷
侯
」
と

説
き
、
「
御
家
」
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
根
本
の
封
土
占
有
意
識
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
に
将
軍
を
媒
介
者
と
し
な
い
天
皇
か
ら
の
「
預
り
」

ペ
リ
l
再
来
航
の
折
に
密
航
を
企
て
て
挫
折
し
た
吉
田
松
陰
(
子
必
一
ア
十
吟
札
)
が
自
ら
の
行
動
を
正
当
化

今
時
の
事
は
将
に
三
千
年
の
皇
国
に
関
係
せ
ん
と
す
、
何
ぞ
そ
れ
顧
み
る
に
暇
あ
ら
ん
や
」

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

論
を
以
て
し
た
こ
と
や
、

し
て
「
禁
は
是
れ
徳
川
一
世
の
事
、

同
ぃ
海
外
渡
航
の
禁
止
令
を
そ
れ
が
幕
府
の
法
規
で
あ
る
故
を
以
て
容
易
く
相
対
化
し
て
い
た
こ
と
等
に
も
、

出
来
る
。

と
語

」
れ
を
窺
い
見
る
こ
と
が

「
皇
統
」
と
の
関
連
で
「
幕
朝
」
を
「
諸
俣
の
内
に
て
権
勢
あ
る
君
の
や
ふ
に
思
ふ
」
傾
向
は
、
強
制
さ
れ
た
開
国
の
現
実
の
中
で
対

外
措
置
を
め
ぐ
る
対
立
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
一
層
強
ま
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
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内
に
総
力
を
結
集
、
自
ら
も
そ
の
一
翼
を
任
お
う
と
す
る
政
治
姿
勢
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
対
外
的
な
危
機
意
識
の
高
揚
は
、
他
方
、

欧
米
諸
国
・
西
洋
人
を
「
夷
扶
」
と
毘
斥
す
る
態
度
を
通
例
化
さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
へ
の
具
体
的
な
対
応
を
め
ぐ
っ
て
は
、
武
力
的
対
抗



説

を
基
本
と
す
る
強
硬
策
、
鎖
国
体
制
に
よ
り
親
和
的
な
形
で
の
撰
夷
論
を
能
動
分
子
過
半
の
所
説
た
ら
し
め
て
い
た
。
そ
の
庇
斥
が
「
皇

統
」
を
媒
介
と
す
る
体
制
総
体
の
価
値
的
彫
琢
と
背
中
合
せ
に
、
儒
教
的
な
華
夷
観
念
の
発
現
と
し
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ

論

の
点
を
踏
え
て
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
か
の
援
夷
論
は
尊
王

(
皇
)
論
と
の
連
続
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
一
般
化
し
て
も
い
た
。
「
尊
王
壌
夷
は
、
実
に
志
士
・
仁
人
の
、
尽
忠
・
報
国
の
大
義
な
り
」
(
藤
田
東
湖
『
弘

道
館
記
述
義
』
)
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
打
ち
出
さ
れ
、
か
か
る
中
に
「
天
朝
を
憂
へ
、
因
っ
て
遂
に
夷
秋
を
憤
る
者
あ
り
、

因
っ
て
遂
に
天
朝
を
憂
ふ
る
者
あ
り
」
(
吉
田
松
陰
)
と
い
う
形
で
対
外
世
論
の
主
潮
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

夷
扶
を
憤
り

こ
う
し
た
背
景
の
下
、
幕
府
が
欧
米
列
強
の
門
戸
開
放
要
求
に
屈
し
て
は
、

一
方
に
開
国
を
既
成
事
実
と
し
て
追
認
し
、
も
し
く
は
こ

れ
を
積
極
的
に
希
求
す
る
翻
身
の
者
を
出
現
さ
せ
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
既
に
一
瞥
し
た
如
く
「
挙
世
七
八
分
」
の
趨
勢
と
し
て
、
対
外
強

硬
論
の
立
場
か
ら
す
る
幕
政
担
当
者
へ
の
非
難
攻
撃
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
ね
r

そ
し
て
、
そ
の
非
難
攻
撃
は
、
「
皇
国
今
蕗
嘉
永

七
年
甲
寅
の
春
に
当
っ
て
初
て
夷
秋
之
屈
一
障
を
受
為
さ
れ
候
儀
、
恐
れ
な
が
ら
征
夷
大
将
軍
の
御
重
任
は
御
名
而
己
に
て
」
(
松
平
慶
、
氷
)

と
、
「
公
犠
」
が
「
天
朝
」
か
ら
の
叙
任
に
よ
っ
て
「
征
夷
大
将
軍
」
た
る
こ
と
に
特
別
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
が
、
「
天
朝
」
の
政
治
的
な
価
値
を
押
し
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

而
し
て
、

そ
の
「
天
朝
」
が
嬢

夷
へ
の
執
着
を
公
然
化
さ
せ
て
は
、
親
藩
大
名
の
一
部
か
ら
す
ら
、
以
下
の
如
く
尊
王
反
幕
の
「
暴
論
」
が
語
ら
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ

る
。
「
天
朝
と
は
君
臣
の
義
あ
り
、
幕
府
と
は
父
子
の
親
あ
り
。
国
家
製
難
の
秋
に
当
つ
て
は
、
父
子
の
親
を
棄
て
君
臣
の
義
は
立
ベ
き
事

な
れ
ば
、
当
今
幕
議
に
随
ひ
て
は
叡
慮
に
も
応
ぜ
ざ
れ
ば
、
今
と
な
り
て
は
専
ら
天
朝
へ
奉
仕
の
外
は
な
し
。
徳
川
家
、
鹿
を
失
は
父
、

又
得
る
人
あ
る
ベ
し
。
其
時
こ
そ
天
下
は
治
平
に
属
す
ベ
け
れ
」
o

通
商
条
約
の
調
印
を
め
ぐ
る
朝
幕
開
の
乳
燃
の
中
、
御
三
家
尾
張
の

徳
川
慶
勝
(
ト
必
一
四
i
件
一
町
一
応
)
は
、
こ
う
極
言
し
て
少

U
1障
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
旬
。
外
様
藩
の
長
州
が
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て

「
天
朝
へ
の
御
忠
節
、
幕
府
へ
の
御
信
義
」
を
藩
是
に
掲
げ
、
中
央
政
局
へ
の
介
入
を
志
向
し
始
め
た
事
等
を
併
せ
見
る
な
ら
ば
、
対
外
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措
置
を
め
ぐ
る
政
治
対
立
の
中
で
如
何
に
幕
府
が
そ
の
権
威
を
低
下
さ
せ
て
い
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

「
一
姓
歴
々
」
の
伝
統
的
権
威
が
内
に
統
合
の
象
徴
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
対
外
問
題
を
め
ぐ
る
乳
繰
の
中
で
そ
の
政
治
的
な
価
値
を

高
め
て
い
く
過
程
は
、
単
に
幕
府
支
配
相
対
化
の
。
プ
ロ
セ
ス
と
し
で
あ
っ
た
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
個
々
の
領
国
支
配
を
支
え
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
体
制
総
体
の
骨
格
を
成
し
た
主
従
制
的
な
結
合
関
係
も
、
斯
く
の
如
き
過
程
に
お
い
て
急
速
に
解
体
し
始
め
て
い
た
。

大
老
井
伊
直
樹
の
主
導
下
に
幕
府
の
政
治
弾
圧
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
中
、
そ
の
弾
圧
に
よ
っ
て
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
、
為
に
井
伊
に
対

す
る
反
感
を
募
ら
せ
て
い
た
親
藩
水
戸
に
お
け
る
内
紛
と
騒
擾
、
密
勅
の
降
下
を
契
機
に
こ
れ
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
一
気
に
白
熱
化

(2) 

し
た
そ
れ
は
、

か
か
る
動
き
を
最
も
凝
縮
し
た
形
で
示
し
て
い
る
。
幕
府
の
専
断
が
顕
わ
ー
と
な
る
に
及
ん
で
侠
夷
と
内
政
の
萱
草
と
を
示

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

唆
す
る
勅
誌
が
列
藩
伝
達
の
添
書
を
伴
っ
て
降
っ
た
が
、
伝
達
の
禁
止
と
朝
廷
の
沙
汰
書
を
以
て
す
る
勅
誌
返
納
の
幕
命
が
伝
え
ら
れ
て

は
藩
内
が
大
き
く
分
裂
‘
首
脳
部
や
上
層
分
子
が
「
持
重
」
を
説
い
て
返
納
を
そ
の
立
場
'
と
し
た
の
に
対
し
、
中
堅
有
司
や
下
士
・
郷
土

層
の
一
部
は
、
勅
誌
の
奉
戴
と
列
藩
伝
達
と
を
あ
く
ま
で
も
主
張
し
て
、
実
力
を
以
て
所
論
の
遂
行
を
は
か
る
姿
勢
を
示
し
、
さ
ら
に
そ

画
策
の
方
向
へ
と
突
出
し
て
い
っ
た
。
朝
命
と
幕
命
の
狭
間
に
あ
っ
て
奉
勅
を
説
い
た
彼
ら
が
、
「
公
武
分

(
野
村
鼎
実
)
と
結
論
づ
け
る
よ
う
な
「
名
分
」
論
的
立
場
を
確
保
し
て
い
っ

の
一
部
が
脱
藩
|
「
義
挙
」

争
」
の
可
能
性
を
想
定
し
て
は

「
是
非
に
及
ば
ず
勤
王
」

「
皇
統
」

l

「
叡
慮
」
の
尊
奉
は
撰
夷
へ
の
狂
信
と
結
び
つ
い
て

「
御
家
」
の
枠
内
で
一
方
に
「
腹
を
切
り
道
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
国
家
の
た
め
に
存
意
を
呈
し
奉
り
候
」
「
二
十
余
人
の
忠
死
」
を

賢
し
な
が
ら
、
他
方
、
「
血
気
之
者
共
と
は
申
し
な
が
ら
君
臣
之
礼
取
失
、
国
禁
を
犯
し
、
不
作
法
の
所
業
も
之
有
る
岐
に
聞
る
」
(
徳
川

斉
昭
)
藩
秩
序
か
ら
の
逸
脱
を
促
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
総
じ
て
武
士
的
エ
ト
ス
の
活
性
化
を
挺
子
と
し
た
こ
う
し
た
動
き
が
、
や
が
て

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

が
、
事
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
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は
「
此
度
天
下
国
家
之
御
為
め
存
詰
め
候
大
願
之
有
り
出
府
仕
候
処
、
万
一
御
家
之
御
嫌
疑
に
渉
り
候
様
之
義
之
有
り
候
て
は
、
重
々
恐



説

入
奉
り
候
。
何
卒
御
暇
下
置
か
れ
候
様
仕
度
」
と
、
「
御
家
」
l
主
従
関
係
そ
れ
自
体
か
ら
の
自
発
的
な
離
脱
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の

以
て
総
体
の
階
統
秩
序
の
遵
守
を
教
え
た
後
期
水
戸
学
の
立
論
は
、
皮
肉
に
も
そ

で
あ
る
。

「
天
朝
」
と
「
公
辺
」
と
の
両
敬
を
説
き
、

~八

日間

の
膝
下
に
お
い
て
最
も
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
解
体
を
遂
げ
た
、

か
か
る
展
開
を
踏
え
る
な
ら
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
勿

論
、
「
皇
統
」
の
価
値
的
優
位
が
藩
秩
序
を
直
接
に
脅
か
す
形
で
現
わ
れ
る
動
き
は
、

親
藩
水
戸
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。

時
期
を

同
じ
く
し
て
は
、
薩
摩
藩
・
誠
忠
組
の
尊
挺
派
分
子
が
脱
藩
水
戸
藩
士
と
の
連
携
の
中
に
「
突
出
」
上
洛
の
計
画
を
練
り
上
げ
て
い
た
。

僅
か
に
遡
っ
て
は
、
吉
田
松
陰
が
長
州
の
獄
舎
に
直
接
行
動
を
焦
る
姿
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
未
発
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
た
と

え
潜
在
的
な
形
と
し
て
で
は
あ
れ
、

や
は
り
同
様
の
動
き
を
指
し
示
し
て
い
る
。

諸
藩
の
「
有
志
」
者
の
一
部
に
顕
在
化
し
た
主
従
制
的
結
合
か
ら
の
現
実
的
な
超
出
は
、
〈
一
一
若
万
民
〉
論
の
形
成
と
し
て
、
か
か
る

結
合
関
係
の
よ
り
意
識
的
な
相
対
化
を
併
せ
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
安
政
の
大
獄
の
最
中
、
京
洛
の
辺
に
俳
桐
し
て
盛
ん
に
画
策
す
る
所

の
あ
っ
た
薩
摩
藩
士
有
馬
正
義
(
新
七
)
(
ト
が
一
一

γト
必
ハ
ニ
)
は
、
そ
の
潜
行
と
政
治
工
作
の
日
々
に
お
い
て
「
朝
廷
は
大
君
臣
に
坐

し
て
、
其
が
主
は
小
君
臣
な
れ
ば
、
事
の
変
に
臨
み
て
は
、
軽
重
大
小
の
差
別
を
能
く
詳
に
弁
め
て
、
重
大
を
執
り
て
軽
少
を
捨
つ
る
こ

と
も
有
る
べ
き
事
な
り
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
軽
重
大
小
の
差
別
」
の
立
場
を
敷
一
制
し
て
著
し
た
の
が
、

て
譜
代
恩
顧
の
主
人
を
後
に
す
る
」
事
の
可
否
を
議
す
る
こ
と
に
始
る
『
大
疑
問
答
』
で
あ
っ
た
が
、

「
己
が
藩
国
を
捨

」
こ
か
ら
は
そ
う
し
た
動
き
を
は

っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

朝
廷
よ
り

「
今
各
国
の
臣
子
ら
の
各
其
主
と
仰
ぐ
所
の
国
主
・
城
主
等
も
、
余
等
如
き
時
男
も
、

看
行
す
時
は
各
朝
廷
の
臣
民
に
て
候
。
放
に
、
大
君
と
申
奉
る
は
天
皇
命
御
一
人
に
限
奉
る
御
事
に
て
、
:
:
:
今
各
国
君
と
仰
ぎ
臣
と
良

は
小
君
臣
の
義
と
申
す
可
く
候
」
0

「
大
君
臣
」
と
「
小
君
臣
」
の
弁
別
を
促
す
所
以
と
し
て
、
「
天
皇
命
」
の
「
皇
国
」
に
お
け
る
唯
一

君
主
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
唯
一
君
主
|
「
大
君
」
た
る
こ
と
が
、

同
列
の
「
臣
民
」
と
見
倣
す
身
分
的
な
平
準
化
を
伴
っ
て
、

」
れ
を
前
に
し
て
は
大
名
も
藩
土
・
草
非
も
基
本
的
に

い
わ
ば
〈
一
君
万
民
〉
論
の
形
成
へ
と
向
う
形
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
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こ
の
よ
う
な
君
臣
関
係
把
握
の
帰
結
と
し
て
、
「
平
常
に
雄
々
し
き
大
和
情
を
振
起
し
、
朝
廷
を
敬
ひ
畏
み
奉
り
、

辺
に
御
大
事
あ
ら
む
に
は
、
直
に
馳
参
て
大
君
の
辺
に
こ
そ
死
な
め
と
勤
み
学
ぶ
べ
き
事
」
が
説
か
れ
、
「
己
が
藩
国
を
捨
て
」
る
行
為

し
て

若
し
も
朝
廷

も
、
「
己
が
主
た
る
人
」
に
「
勤
王
の
志
無
く
」
諌
言
を
「
聴
用
る
こ
と
」
の
な
い
場
合
に
は
却
っ
て
「
大
義
」
と
さ
れ
て
、
「
事
の
一
公
に

オ

ケ

(

由

)

所
措
る
忠
臣
」
の
対
応
と
見
倣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
言
わ
し
む
れ
ば
、
「
世
椋
静
代
の
臣
て
ふ
こ
と
」
は
「
源
朝
臣
な
ど
よ
り
以

来
、
世
の
変
革
に
就
て
何
と
な
く
君
臣
の
如
く
な
れ
る
」
「
近
古
因
襲
の
習
風
」
に
過
ぎ
ず
、
「
天
地
の
初
の
時
よ
り
定
ま
れ
る
」
朝
廷
と

の
君
臣
関
係
に
到
底
比
肩
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

包)

「
譜
代
恩
顧
の
主
人
を
後
に
す
る
」
行
動
を
さ
え
一
部
に
促
す
こ
と
と
な
っ
た
「
皇
統
」
の
価
値
的
な
上
昇
は
、
総
じ
て
表
面
的
な
建

て
前
以
上
の
も
の
た
り
得
な
か
っ
た
こ
れ
に
対
す
る
「
忠
節
」
「
報
恩
」
、
そ
の
内
面
化
の
進
行
を
意
味
し
た
。
「
天
朝
へ
奉
仕
」
「
天
朝
へ

の
御
忠
節
」
の
標
傍
は
、
そ
れ
が
幕
府
支
配
の
相
対
化
と
な
っ
て
発
現
し
よ
う
と
も
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
か
か
る
内
面
化

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

の
進
行
を
告
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
表
面
的
な
建
て
前
と
言
う
こ
と
で
は
、
従
来
説
か
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
将
軍
に
対
す
る
忠
誠
も
外

様
の
大
名
や
「
陪
臣
」
た
る
過
半
の
藩
士
に
お
い
で
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
「
天
朝
へ
の
御
忠
節
」
を
以
て
す
る
幕
府
「
天
下
」

支
配
の
相
対
化
|
|
か
つ
て
の
「
忠
節
L

に
代
る
「
孝
」
や
「
信
義
」
の
措
定
ー
ー
ー
は
、

多
分
に
建
て
前
操
作
的
な
半
面
を
持
っ
て
い
た
。

午
、
の
支
配
体
系
の
枠
外
に
出
る
政
治
力
学
的
な

動
き
を
反
映
し
て
の
、

が
、
「
勤
王
の
忠
節
」
の
標
権
が
一
部
の
藩
土
を
し
て
主
従
制

的
結
合
か
ら
の
現
実
的
な
超
出
を
促
し
、

主
人
に
対
す
る
忠
誠
義
務
、
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い
わ
ば
血
肉
化
し
た
そ
の
当
為
の
放
棄
を
賀
し
た
時
、
彼
ら
に
あ

っ
て
先
の
「
忠
節
」
は
も
は
や
単
な
る
建
て
前
に
は
と
ど
ま
り
得
な
か
っ
た
。
斯
く
の
如
き
超
出
を
可
能
な
ら
し
む
る
程
の
内
面
化
が
、

「
窃
に
展
襟
御
悩
遊
さ
れ
候
御
趣
伝
承
仕
り
、
四
海
之
人
民
誰
か
感
激
悲
泣
仕
ら
ざ
る
者
土
有
可
き
哉
」
(
水
戸
藩
士
高
橋
愛
諸
)
「
僕
等

は
、
勅
論
を
聞
く
よ
り
一
俣
を
流
し
」
(
吉
田
松
陰
)
等
々
、
天
皇
へ
の
感
情
移
入
を
伴
う
形
で
為
さ
れ
、
し
か
も
、

有
馬
正
義
が

「
大
君



説

の
辺
に
こ
そ
死
な
め
」
を
強
調
し
て
「
己
れ
一
人
な
り
と
も
朝
廷
辺
に
馳
参
て
忠
死
せ
む
」
と
説
き
到
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る

如
く
、
パ
ー
ス
ナ
ル
な
献
身
の
倫
理
た
る
基
調
を
そ
の
ま
ま
に
こ
れ
へ
の
対
象
の
転
移
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
転
移

が
、
主
従
関
係
か
ら
の
離
脱
の
末
の
身
近
な
人
格
対
象
の
喪
失
、
そ
の
補
償
作
用
と
し
て
で
は
な
く

l
l実
際
は
こ
う
し
た
ケ

l
ス
が
過

(
天
皇
)

半
で
あ
っ
た
ろ
う
|
|
、

よ
り
自
覚
的
な
営
為
に
裏
打
ち
き
れ
た
変
容
と
し
で
あ
っ
た
時
、
そ
こ
に
賢
ら
さ
れ
た
の
が
〈
一
君
万
民
〉
的
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論

立
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
主
従
制
的
な
結
合
関
係
の
相
対
化
で
あ
っ
た
。

が
、
主
従
制
的
な
結
合
か
ら
の
離
脱
と
言
い
、

そ
の
結
合
関
係
の
意
識
的
な
相
対
化
と
言
い
、

「
勤
王
の
忠
節
」
の
内
面
化
と
パ
ラ
レ

ル
な
か
か
る
展
開
は
、
こ
れ
を
身
を
以
て
体
現
す
る
「
有
志
」
者
に
お
い
て
、
決
し
て
平
坦
な
道
程
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
「
譜
代
思

顧
の
主
人
」
に
対
す
る
忠
誠
心
・
藩
臣
と
し
て
の
自
意
識
は

「
御
家
」
社
会
を
日
常
の
世
界
と
し
て
育
っ
た
者
に
は
、

ほ
と
ん
ど
動
か

そ
れ
が
、
「
勤
王
の
忠
節
」
の
内
面
化
を
以
て
し
で
も
容
易
に
打
破
し
得
ぬ
立
脚
の
基
盤
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
例
え
ば
吉
田
松
陰
が
僧
黙
震
(
ト
J
U
一切
1
叫
叡
一
話
)
止
の
論
争
に
お
い
て
、
彼
か
ら
「
啓
発
」
さ
れ
て
「
真
に
天
朝
を
憂
ふ
る
」

こ
と
の
意
味
を
「
嬰
然
と
し
て
始
め
て
悟
」
る
こ
と
と
な
っ
か
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
譲
れ
ぬ
「
一
事
」
と
し
て
「
僕
は
毛
利
家
の
臣
な

り
、
故
に
日
夜
毛
利
に
奉
公
す
る
こ
と
を
練
磨
す
る
な
り
。
毛
利
家
は
天
子
の
臣
な
り
、
故
に
日
夜
天
子
に
奉
公
す
る
な
り
。
吾
れ
等

国
主
に
忠
勤
す
る
は
即
ち
天
子
に
忠
勤
す
る
な
り
」
と
語
り
、
「
主
人
持
ち
た
る
者
」
の
「
独
立
特
行
」
と
は
異
る
在
り
様
を
強
調
し
て

い
た
こ
と
に
、
こ
れ
を
典
型
的
な
形
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
o

だ
と
す
る
な
ら
、
主
人
に
対
す
る
働
き
か
け
が
、
中
心
的
な
、
し
か
も
場

合
に
よ
っ
て
は
「
諌
死
」
と
し
て
唯
一
の
、
「
天
子
に
忠
勤
」
の
実
践
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
六
百
年
来
我
が
主
の
忠
勤
も
天
子
へ
喝
さ

し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ざ
る
こ
と
多
し
。

我
が
主
六
百
年
来
の
忠
勤
を
今
日
に
償
は
せ
度
事
本
意
な
り
」
「
他
日
主
人
を
諌
め
て

聞
か
ざ
れ
ば
諌
死
す
る
ま
で
な
り
」
と
の
松
陰
の
言
葉
や
、
水
戸
藩
の
内
紛
の
過
程
に
お
け
る
勅
詑
戴
奉
を
主
張
し
て
の
「
二
十
余
人
の

忠
死
」
の
現
実
が
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
が
、
こ
の
場
合
に
見
落
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
働
き
か
け
が
、
も
は
や

実
に
大
罪
を
ば
自
ら
知
れ
り
。



「
諌
言
の
道
に
、

我
其
位
に
非
ず
ば
、

其
位
の
人
に
云
せ
て
御
誤
り
直
る
様
に
す
る
は
大
忠
也
」
(
『
葉
隠
』
)
と
説
か
れ
る
よ
う
な
藩
秩

(
水
戸
藩
士
斉
藤
叢
)

序
を
踏
え
て
の
そ
れ
で
は
あ
り
得
ず
、

む
し
ろ
「
微
賎
旦
御
役
儀
ヲ
モ
相
勤
ザ
ル
身
分
-
一
テ
等
ヲ
超
テ
言
上
仕
」

る
行
為
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
主
人
」
に
対
す
る
忠
誠
は
、
行
為
の
外
形
や
結
果
と
は
切
り
離
さ

れ
て
、
動
機
も
し
く
は
心
情
の

ν
ベ
ル
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
所
与
の
秩
序
か
ら
の
実
質
的
な
自
由

が
次
第
に
確
保
さ
れ
つ
つ
も
あ
っ
た
。
勅
誌
の
返
納
を
実
力
を
以
て
阻
止
し
よ
う
と
し
た
水
戸
藩
士
が
、
藩
主
に
向
か
っ
て
自
ら
の
「
叛

逆
同
様
の
所
業
」
に
つ
き
「
右
様
の
心
底
に
こ
れ
な
き
段
、
篤
と
御
酌
み
取
り
下
し
お
か
れ
た
く
存
じ
奉
り
侯
」
と
述
べ
な
が
ら
、
し
か

し
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
な
お
変
ら
ぬ
阻
止
の
覚
悟
を
続
け
披
涯
し
て
い
た
こ
と
、
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
動
き
の
一
端
を
読
み
取
る
こ
と

(2) 

が
出
来
る
。

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

「
勤
王
の
忠
節
」
を
前
提
と
し
た
、

と
は
言
え
基
本
的
に
は
「
主
人
」
に
対
す
る
忠
誠
の
斯
く
の
如
き
発
現
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

藩
権
力
か
ら
の
排
斥
や
周
囲
と
の
激
し
い
乳
牒
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
当
の
忠
誠
主
体
に
様
々
な
没
巡
や
葛
藤
を
賢
さ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
o

藩
臣
と
し
て
の
自
意
識
を
保
持
し
な
が
ら
も
「
御
家
」
の
秩
序
と
こ
れ
を
以
て
成
る
幕
藩
体
制
と
を
大
き
く
越
え

て
ゆ
く
政
治
的
な
姿
勢
や
発
想
が
、

こ
う
し
た
過
程
を
通
し
て
生
れ
て
く
る
。
〈
一
君
万
民
〉
的
な
立
論
を
一
方
の
極
に
伴
っ
た
主
従
制

的
結
合
か
ら
の
離
脱
|
「
皇
統
」

へ
の
忠
誠
対
象
の
転
移
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
か
か
る
歩
み
の
帰
結
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

「
主
人
」
に
対
す
る
働
き
か
け
が
「
反
逆
同
様
の
所
業
」
す
ら
伴
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
周
囲
と
の
札
牒
は
勿
論
の
こ
と
、
自
身
の
透
巡

や
葛
藤
に
つ
な
が
っ
て
は
、
こ
れ
を
我
が
事
と
す
る
「
有
志
」
者
の
聞
に
、
自
己
を
既
成
秩
序
の
逸
脱
者
と
し
て
再
定
立
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
広
が
っ
て
い
た
。
周
囲
か
ら
〈
激
生
〉
〈
暴
〉
〈
狂
〉
と
目
さ
れ
た
尊
援
派
の
能
動
分
子
が
、
自
称
す
る
に
こ
れ
を
受
け
て
同
じ
く

「
人
以
て
暴
と
為
し
狂
と
為
」

八
狂
〉
な
い
し
〈
狂
愚
〉
を
以
で
し
た
こ
と
、

こ
の
こ
と
が
そ
う
し
た
展
開
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
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説

す
状
況
の
下
、
吉
田
松
陰
は
「
狂
愚
誠
に
愛
す
ベ
し
、
才
良
誠
に
虞
る
ベ
し
」
と
詠
じ
っ
7

ず
し
ば
し
ば
「
狂
夫
」
「
狂
惇
の
人
」
た
る
を
称

し
、
有
馬
正
義
は
「
狂
生
軽
忽
暴
挙
の
称
」
を
甘
称
し
て
敢
て
こ
れ
を
辞
せ
ず
と
語
っ
て
い
た
。
又
、
水
戸
藩
士
高
橋
愛
諸
(
多
一
郎
)

(
ト
似
一
世
，
，
、
一
ト
必
ハ
」
)
)
は
、
藩
の
内
証
の
最
中
に
率
先
し
て
脱
走
、
そ
の
際
に
提
出
し
た
上
書
を
「
狂
愚
豪
偏
之
私
儀
」
と
書
き
出
し
て

い
た
。
そ
の
他
「
鎮
西
之
狂
客
」
(
福
岡
藩
士
平
野
国
臣
)
「
関
東
之
狂
少
年
」
(
水
戸
藩
士
関
遠
)
「
清
狂
」
(
僧
月
性
)
等
々
、
尊
援
派

の
「
有
志
」
者
に
顕
著
な
広
が
り
を
見
せ
た
こ
れ
ら
一
連
の
自
己
表
現
は
、
自
身
が
も
は
や
所
与
の
秩
序
に
同
調
し
得
ぬ
存
在
で
あ
る
こ

論

と
を
表
明
す
る
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

徳
川
の
武
士
社
会
に
あ
っ
て
は
、
〈
狂
愚
〉
は
必
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
表
象
で
は
な
い
。
〈
愚
〉
は
謙
譲
の
称
と
し
て
一
般
的
で
あ

り
、
本
来
の
意
味
に
お
い
て
も
、
「
利
口
者
」
と
対
置
さ
れ
て
「
鈍
な
る
者
は
直
也
」
(
『
葉
隠
』
)
と
説
か
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。

わ
け
て
も
〈
狂
〉
は
、

「
武
士
道
」
に
お
い
て
は
「
武
士
道
は
死
狂
ひ
也
。

本
気
に
て
は
大
業
は
な
ら
ず
0

・
:
'
忠
も
孝
も
入
ら
ず
、
士
道
に
お
い
て
は
死
狂
ひ
也
。
此
内
に
忠
・
孝
は
自
こ
も
る
ベ
し
」
(
向
上
)

武
士
の
自
立
的
・
能
動
的
エ
ト
ス
の
一
表
現
と
し
て
あ
り
、

と
説
か
れ
、
儒
教
的
な
教
義
の
浸
透
に
伴
う
「
士
道
」

へ
の
変
容
過
程
に
あ
っ
て
も
、
な
お
『
論
語
』
円
孟
子
』
等
の
「
狂
摘
」
論
に
注
目

す
る
形
で
「
狂
澗
の
士
は
国
の
元
気
に
御
座
候
」
(
藤
田
東
湖
『
壬
辰
封
弘
「
)
と
語
ら
れ
て
い
た
。
尊
嬢
派
能
動
分
子
の
「
狂
愚
」
「
狂
生
」

の
自
称
が
、

こ
う
し
た
伝
統
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
半
面
に
お
い
て
、
危
機
に
直
面
し
て
の
武
士
的

エ
ト
ス
の
活
発
化
、
「
人
臣
節
を
錯
し
、
難
に
殉
ず
る
の
日
到
来
と
覚
悟
仕
り
候
義
、
武
士
の
今
日
と
存
じ
奉
り
候
」
(
水
戸
藩
士
某
)
こ

と
の
一
発
現
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
高
橋
愛
諸
が
先
の
上
書
を
「
御
時
節
到
来
と
武
士
之
根
性
覚
悟
仕
罷
在
候
」
と
結
ん
で
い
た

h
ど
は
、

」
の
点
で
真
に
象
徴
的
で
あ
る
。

が
、
か
か
る
在
り
様
は
、
あ
く
ま
で
も
半
面
た
る
に
、
よ
り
正
確
に
は
基
調
た
る
に
と
ど
ま
る
。
「
主
人
」
に
対
す
る
忠
誠
の
行
動
が
、

武
士
の
自
立
的
・
能
動
的
エ
ト
ス
に
裏
打
ち
さ
れ
て
既
成
秩
序
か
ら
の
超
出
に
つ
な
が
っ
て
は
、
周
囲
か
ら
の
非
難
と
し
て
の
み
な
ら
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ず
、
自
身
が
「
免
れ
難
し
不
忠
不
孝
の
名
」
(
吉
田
松
陰
)
と
「
罪
臣
」
(
高
橋
愛
諸
)
た
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
〈
狂
愚
〉

を
以
て
の
自
己
表
現
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
中
で
己
れ
を
立
て
直
そ
う
と
す
る
所
に
生
れ
、
広
が
っ
た
の
で
あ
り
、
「
流
俗
顛
倒
多
く
、

人
の
目
す
る
こ
と
古
今
殊
な
り
。
才
良
も
才
良
に
非
ず
、
狂
愚
宣
に
狂
愚
な
ら
ん
や
」
(
士
口
田
松
断
)
と
未
来
を
期
し
な
が
ら
、
し
か
し

現
時
点
に
あ
っ
て
は
秩
序
逸
脱
の
存
在
た
る
を
辞
さ
ず
、
敢
え
て
自
己
を
異
端
者
と
し
て
再
定
立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
「
流
俗

顕
倒
」
の
常
を
詠
じ
て
の
松
陰
は
、
藩
地
の
獄
中
に
在
っ
て
直
接
行
動
を
計
画
、
四
回
の
批
判
に
晒
さ
れ
る
中
で
「
如
何
々
々
、
僕
巳
に

狂
人
、
孔
孟
流
儀
の
忠
孝
仁
義
を
以
て
一
々
責
ら
れ
て
は
一
句
も
之
無
し
」
と
述
べ
て
い
十
が
、

」
こ
で
は
「
狂
人
」

た
る
自
己
が
秩

(2) 

序
モ
ラ
ル
の
例
外
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

誠
心
を
保
持
し
つ
つ
、
行
動
に
お
い
て
「
罪
臣
」
た
る
を
厭
わ
ず
、

夫
」
「
狂
生
」
を
自
称
す
る
所
以
が
あ
っ
た
。
所
与
の
秩
序
か
ら
の
自
己
解
放
、
そ
れ
は
斯
く
見
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

一寸

狂

そ
う
し
た
方
向
へ
の
展
開
を
は
っ
き
り
と
指
し
示
し
て
い
る
。

「
主
人
」
に
対
す
る
忠

む
し
ろ
「
罪
臣
」
た
る
こ
と
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
所
に

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
「
主
人
」
に
対
す
る
働
き
か
け
が
既
成
の
秩
序
か
ら
の
超
出
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
過
程
は
、

「
神
州
」
「
皇

国
」
の
「
安
危
」
に
対
す
る
政
治
的
関
心
の
高
ま
り
の
中
で
、

そ
の
全
体
を
象
徴
す
る
伝
統
的
権
威
へ
の
忠
誠
が
確
実
に
内
固
化
さ
れ
て

ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
秩
序
逸
脱
者
と
し
て
自
己
の
再
定
立
を
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
「
皇
国
」

維
持
も
し
く
は
っ
尊
王
(
嬢
夷
)
」
実
現
の
為
の
行
動
自
由
な
政
治
主
体
の
誕
生
を
意
味
し
て
い
た
。
目
的
に
基
づ
く
自
発
的
な
「
徒
党
」

つ
ま
り
は
同
志
的
連
帯
の
追
求
、
が
、
か
か
る
政
治
主
体
の
誕
生
と
共
に
始
ま
っ
て
い
く
。
割
拠
制
と
身
分
制
と
を
基
軸
と
す
る

体
制
総
体
の
分
断
構
造
を
越
え
、
勿
論
、
『
武
家
諸
法
度
』
の
結
党
禁
止
条
項
を
空
洞
化
さ
せ
る
形
で
、
で
あ
る
。

吉
田
松
陰
は
、
「
今
神
州
を
興
隆
し
四
夷
を
捷
伐
す
る
は
仁
道
な
り
」
と
の
立
場
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
「
仁
」
の
実
現
の
方
途
を
以

の
結
成
、
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下
の
如
く
語
っ
て
い
た
。
「
先
づ
一
身
一
家
よ
り
手
を
下
し
、

々
盛
な
ら
ば
、

一
村
一
郷
よ
り
同
志
向
志
と
語
り
伝
へ
て
、

此
の
志
を
同
じ
う
す
る
者
日

百
人
よ
り
千
人
、
千
人
よ
り
万
人
、
万
人
よ
り
三
軍
、

と
順
々
進
み
進
み
し
て
、
仁

一
人
よ
り
十
人
、
十
人
よ
り
百
人
、



主党

に
志
す
者
去
に
家
々
な
ら
ん
や
」
。

」
の
議
論
は
、

国
内
の
政
局
が
一
時
の
緩
和
を
見
せ
て
い
た
安
政
年
間
中
端
の
頃
に
為
さ
れ
た
も
の

論

一
老
儒
(
山
県
太
華
)
が
こ
れ
に
接
し
て
は
、
「
内
密
を
以
て
人
数
を
催
す
こ
と
」
と
見
て
「
所
謂
公
然
と
し
て
云
ふ
べ
か

ら
ざ
る
こ
と
」
と
眉
を
創
平
め
た
よ
う
に
、
結
党
禁
止
が
「
天
下
之
大
法
」
で
あ
っ
た
徳
川
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
は
実
に
鮮
烈
な

で
あ
る
が

党
」
志
向
の
宣
言
で
あ
っ
た
。

乱
」
を
静
せ
ず
、

の
み
な
ら
ず
、
「
幕
府
と
雄
も
諸
侯
と
難
も
、

こ
れ
を
討
つ
こ
と
ま
で
も
一
応
の
射
程
に
入
れ
た
、
従
っ
て
、
ネ

i
シ
ョ
ン
・
ワ
イ
ド
の
規
模
を
以
て
一
種
下
克
上
の

有
も
其
の
志
を
同
じ
う
せ
ざ
る
者
あ
ら
ば
」
敢
え
て
「
兵

可
能
性
す
ら
秘
め
た
、
そ
う
し
た
同
志
連
帯
の
立
論
で
あ
っ
た
。
後
に
直
接
行
動
を
策
す
る
に
到
っ
た
松
陰
が
、
孤
立
と
焦
燥
の
中
で
語

っ
た
周
知
の
「
草
持
州
起
」
論
、

礼
町
~
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
立
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
同
志
的
連
帯
の
具
体
化
は
、
脱
藩
し
て
「
義
挙
」
の
一
部
実
行
に
向
か

っ
た
水
戸
藩
士
と
彼
ら
と
の
提
携
を
以
て
「
突
出
」
上
洛
を
計
画
し
た
薩
摩
藩
・
精
忠
組
の
「
志
士
」
、
そ
こ
に
お
け
る
「
天
下
諸
藩
之

同
志
と
合
力
同
心
」
の
事
実
に
、
こ
れ
を
典
型
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
体
制
の
分
断
構
造
わ
け
て
も
そ
の
割
拠
枠
を
越
え

「
今
の
幕
府
も
諸
侯
も
最
早
昨
人
な
れ
ば
扶
持
の
術
な
し
。
草
非
州
起
の
人
を
望
む
外
顧
み
な
し
」

た
相
互
の
「
合
力
同
心
」
は
、

日
常
的
交
流
の
活
発
化
を
併
せ
伴
い
つ
つ
確
実
に
現
実
政
治
の
趨
勢
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

一
部
の
雄
藩

が
中
央
の
政
局
に
対
す
る
関
心
を
強
め
て
そ
の
行
動
圏
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
は
言
え
、

な
お
各
政
治
主
体
を
そ
の
行
動
圏

に
拘
束
す
る
主
従
制
的
な
結
合
関
係
が
、

こ
う
し
た
趨
勢
の
中
で
不
可
避
的
に
解
体
し
、
相
対
化
さ
れ
て
い
く
。
(
継
続
)

(
l
〉
諸
務
土
草
山
弁
の
政
治
的
な
品
川
進
化
を
象
徴
す
る
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
特
に
大
老
井
伊
直
弼
の
登
場
に
始
ま
る
幕
府
の
強
庄
政
治
へ
の
抵
抗
と
し
て
浮
上

し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
嘉
永
年
間
末
か
ら
の
幕
政
改
革
を
中
心
に
、
そ
の
展
開
と
低
迷
の
経
緯
を
追
っ
た
前
節
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
所

が
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
動
き
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
行
論
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
が
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
を
示
唆
す

る
も
の
と
し
て
、
薩
摩
務
士
有
馬
正
義
が
そ
の
『
都
日
記
』
に
記
す
、
安
政
五
年
の
以
下
の
件
を
引
用
し
て
お
く
。

「
斯
て
毎
日
、
越
前
国
橋
本
た
内
、
一
二
岡
石
二
郎
、
長
門
国
萩
の
務
士
山
県
半
蔵
、
土
佐
の
橋
詰
明
平
其
他
四
方
有
志
勤
王
の
人
々
会
議
て
、
挙
義
の 「徒
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(2) 

策
を
相
謀
れ
り
。
水
戸
の
藩
は
偶
々
勃
興
し
て
小
か
ね
駅
ま
で
出
た
り
し
人
ん
で
も
内
耳
し
く
国
に
帰
る
事
と
な
り
に
た
れ
ば
、
今
は
共
に
か
た
ら
ふ
も
詮
な

し
と
て
、
彼
藩
に
は
謀
議
ざ
り
き
。
・
・
:
是
に
於
て
我
党
会
議
す
ら
く
、
か
く
挙
義
の
決
策
返
り
て
定
ま
ら
ず
ん
ば
、
天
下
忠
義
の
土
は
往
々
好
党
の
為

に
捕
わ
れ
、
遂
に
正
路
に
復
る
の
期
無
る
べ
し
、
:
:
:
斯
く
あ
ら
む
よ
り
は
十
月
期
日
に
井
伊
掃
部
頭
が
登
城
を
ま
ち
伏
せ
、
前
後
左
右
よ
り
切
り
入
り

な
ば
、
彼
を
討
取
る
こ
と
必
定
な
り
、
か
L
ら
ば
少
し
く
大
義
を
天
下
に
伸
べ
、
四
方
の
義
気
を
鼓
舞
す
る
に
足
り
な
む
」
ハ
渡
辺
盛
衛
『
有
馬
新
七
先

生
伝
記
及
遺
稿
』
〔
海
外
社
、
昭
和
六
年
〕
二
一

O
ニ
l
三
O
三
頁
)

〈
2
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
石
井
紫
郎
「
近
世
の
国
制
に
お
け
る
『
武
家
い
と
『
武
士
』
」
『
〈
日
本
思
想
体
系
・
一
一
七
〉
近
世
武
家
思
想
』
(
岩
波
書
広
、
昭

和
四
九
年
、
以
下
再
引
用
の
場
合
に
は
『
近
世
武
家
思
想
』
と
の
み
記
す
。
叉
〈
日
本
思
想
体
系
〉
シ
リ
ー
ズ
は
、
い
づ
れ
も
こ
の
例
に
従
う
)
克
二
八

1
五一ご

O
頁
を
参
照
。

(
3
〉
前
掲
書
九
一
頁
。

(
4
〉
『
八
日
本
思
想
体
系
・
二
六
〉
三
河
物
語
葉
隠
』
(
岩
波
書
広
、
昭
和
四
九
年
)
二
九

O
頁。

(

5

)

『
近
世
武
家
思
想
』
九
一
頁
。

(
6
)
徳
川
近
世
以
前
、
特
に
先
立
つ
戦
国
期
に
あ
っ
て
は
、
様
相
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
主
従
集
団
相
互
の
抗
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
離
合
集
散
が
む
し

ろ
常
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
主
従
関
係
は
自
ず
と
双
務
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
誠
に
文
武
の
道
を
わ
き
ま
で
身
を
立
功
名
を
揚
ん
と
思
う
程
の
土
は
、

主
君
を
選
び
仕
る
も
の
」
(
「
黒
田
長
政
家
法
」
井
上
哲
次
郎
『
武
士
道
全
書
』
〔
時
代
社
、
昭
和
一
七

1
一
九
年
〕
別
巻
三
六
七

i
八
頁
)
と
、
広
く
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
i

|
毛
利
元
就
は
「
当
家
を
よ
か
れ
と
存
候
者
は
、
他
国
之
事
は
申
す
能
ず
、
当
国
に
も
一
人
も
あ
る
ま
じ
く
候
/
'
¥
」
(
『
〈
日

本
思
想
体
系
・
二
一
〉
中
世
政
治
社
会
思
想
上
』
〔
岩
波
書
庖
、
昭
和
四
七
年
〕
三
六
二
頁
)
と
語
っ
て
い
る

l
l、
武
士
の
「
奉
公
」
は
、
前
提
た

る
知
行
給
付
の
「
恩
」
の
如
何
は
勿
論
の
こ
と
、
「
主
人
」
の
具
体
的
な
在
り
様
の
如
何
に
も
強
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
云
え
、
抗
争
の

中
で
生
き
残
る
集
団
の
内
部
に
「
我
等
が
先
祖
代
々
御
譜
代
つ
け
」
の
意
識
が
保
持
さ
れ
、
そ
れ
が
、
「
上
様
御
家
と
共
に
盛
衰
安
危
を
思
定
め
、
叉
と

主
は
取
ら
ぬ
筋
め
、
寝
て
も
覚
め
て
も
忘
る
可
か
ら
ず
。
国
所
領
に
目
く
ら
み
叉
は
一
旦
の
不
足
に
旧
恩
を
忘
れ
、
仮
初
に
も
別
心
す
る
事
人
の
道
に
あ

ら
ず
」
と
の
一
方
的
な
「
奉
公
」
の
主
張
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
た
(
「
鳥
居
一
万
忠
武
士
の
本
意
」
『
武
士
道
全
書
』
別
巻
三
五
八
J
一一一五

九
一
兵
)
。
徳
川
の
治
世
に
入
つ
て
は
、
主
従
集
団
の
離
合
集
散
が
止
ん
で
、
「
恩
」
が
「
世
禄
」
と
し
て
固
定
化
さ
れ
、
そ
れ
と
共
に
こ
う
し
た
主
張
が
通

例
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
戦
陣
を
く
ぐ
っ
て
三
代
将
軍
家
光
の
世
を
迎
え
た
徳
川
家
々
巨
大
久
保
忠
教
が
、
そ
の
『
三
河
物

語
』
に
お
い
て
「
只
今
ハ
御
主
様
之
御
茶
事
ぐ
毛
頭
ナ
シ
」
と
、
「
恩
」
と
「
情
」
と
の
両
面
に
わ
た
っ
て
の
現
将
軍
へ
の
不
満
を
顕
に
さ
せ
な
が
ら
、
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説

し
か
し
、
な
お
、
「
御
譜
代
」
た
る
こ
と
を
踏
え
つ
つ
「
然
共
、
其
儀
を
御
不
足
に
存
知
奉
ら
で
、
よ
く
御
奉
公
申
上
ぐ
可
し
」
と
子
孫
に
書
き
伝
え
て

い
た
こ
と
は
(
『
一
一
一
河
物
語
葉
隠
』
二

O
四
頁
)
、
戦
国
期
か
ら
徳
川
期
に
到
つ
て
の
そ
う
し
た
「
奉
公
」
の
双
務
的
性
格
の
後
退
を
象
徴
的
な
形
で
示

し
て
い
る
。

(
7
)
黒
田
如
水
の
教
諭
や
鳥
居
元
忠
が
嫡
子
に
与
え
た
書
に
、
「
主
人
」
の
心
得
と
し
て
「
諌
を
入
る
L
事
」
が
説
か
れ
(
『
武
士
道
全
書
』
別
巻
三
五
四

頁
、
三
六

O
頁
)
、
叉
、
徳
川
斉
昭
が
「
子
孫
に
伝
へ
し
め
す
」
目
的
を
以
て
ま
と
め
た
『
明
君
一
斑
抄
』
に
、
「
凡
人
の
上
に
立
て
、
下
の
諌
を
聞
か
ざ

る
者
、
国
を
失
ひ
家
を
破
ら
ざ
る
は
、
士
口
今
と
も
に
之
無
し
」
と
の
「
東
照
宮
」
家
康
の
言
、
が
ひ
か
れ
て
同
様
の
主
張
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
『
近
世

武
家
思
想
』
一
二
四
頁
〕
等
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
戦
国
期
か
ら
徳
川
の
治
世
に
か
け
て
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
「
諌
言
を
用
ゆ
」
る
こ
と
が
「
人
主
た
る

も
の
」
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
伝
統
の
下
、
「
主
君
」
か
ら
臣
下
を
見
て
は
、
「
主
人
の
悪
事
を
見
て
、
諌
言
を
い
る
t
A

家
老
は
、
戦
場
に
て

一
番
鈴
を
突
よ
り
も
、
遥
か
に
増
た
る
心
ば
せ
な
る
べ
し
」
(
「
明
君
一
斑
抄
」
同
前
一
一
一
一
一
頁
)
と
の
評
価
が
為
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
臣
下
の
側
に
も

又
、
「
諌
言
」
を
以
て
す
る
「
主
人
」
へ
の
不
断
の
働
き
か
け
こ
そ
が
「
大
忠
節
」
で
あ
る
と
の
姿
勢
が
広
が
っ
て
い
た
。
『
業
隠
』
に
お
い
て
は
「
一
番

乗
・
一
番
鎗
幾
た
び
よ
り
も
、
主
君
の
御
心
入
を
直
し
、
御
国
家
を
固
め
申
す
が
、
大
忠
節
也
。
一
番
乗
・
一
番
鎗
杯
は
、
命
を
捨
て
懸
る
迄
也
。
御
心

入
を
直
し
候
事
は
、
命
を
捨
て
も
成
ら
ず
、
一
生
骨
を
折
事
也
」
(
『
二
一
河
物
語
葉
隠
』
五
五
四
J
五
五
五
頁
)
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
そ
う

し
た
姿
勢
を
一
万
す
典
型
と
云
っ
て
良
い
。
而
し
て
、
実
際
に
は
「
十
が
九
ツ
ま
で
あ
ぶ
な
き
勝
負
」
(
「
明
君
一
斑
抄
」
間
前
一
一
一
二
頁
)
と
考
え
ら
れ
た

「
謙
吾
一
口
」
を
臣
下
に
志
向
せ
し
め
た
も
の
は
、
時
に
「
我
一
人
に
て
御
家
を
動
か
さ
ぬ
」
「
大
高
慢
」
の
精
神
と
し
て
形
象
化
さ
れ
(
武
士
道
)
(
『
葉
隠
』

同
前
一
二
八
頁
)
、
叉
時
に
「
上
に
担
わ
ず
、
下
を
後
ら
ず
・
:
:
、
さ
て
恥
を
知
て
、
首
を
例
ら
る
と
も
、
お
の
れ
が
す
ま
じ
き
事
は
せ
ず
、
死
す
べ
き

場
を
ば
一
足
も
引
か
ず
、
常
に
義
理
を
重
ん
じ
て
、
其
心
鉄
石
の
ご
と
く
」
と
定
式
化
さ
れ
る
(
士
道
)
(
室
鳩
巣
「
明
君
家
訓
」
『
近
世
武
家
思
想
』
七

二
貝
)
、
武
士
の
自
立
的
・
能
動
的
エ
ト
ス
で
あ
っ
た
。

(

8

)

『
〈
日
本
思
想
体
系
・
五
二
一
〉
水
戸
学
』
(
岩
波
書
応
、
昭
和
四
八
年
〉
一
七
五
頁
。

(

9

)

『
日
本
随
筆
大
成
』
(
古
川
弘
文
館
、
昭
和
二
J
六
年
)
第
五
巻
七
五
四
真
。

(

ω

)

注
(

6

)

(

7

)

に
引
用
す
る
文
章
を
今
一
度
辿
れ
ば
そ
こ
に
明
ら
か
な
如
く
、
「
主
人
」
の
善
し
悪
し
を
関
わ
ず
、
「
静
代
世
禄
」
の
意
識
を
艇
子
と

し
て
こ
れ
へ
の
「
奉
公
」
を
志
向
す
る
動
き
そ
れ
自
体
が
、
実
は
、
主
従
関
係
の
世
襲
化
を
背
景
と
し
た
集
団
(
「
御
家
」
)
や
集
団
の
土
地
・
人
民
を
含

め
た
拡
大
形
態
(
「
国
家
社
稜
」
〉
の
忠
誠
対
象
化
と
背
中
合
ぜ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
葉
隠
』
の
一
五
う
「
大
忠
節
」
と
は
、
「
主
君
」
を
介
し
て

「
御
国
家
を
間
め
申
す
」
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
主
君
」
た
る
身
に
と
っ
て
、
「
御
家
」
「
国
家
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
は
、
米

論
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沢
藩
主
上
杉
治
憲
が
折
に
触
れ
て
語
っ
た
「
国
家
は
先
祖
よ
り
子
孫
へ
伝
へ
候
国
家
に
し
て
、
我
私
す
べ
き
物
に
は
之
無
く
候
」
(
『
武
士
道
全
書
』
別
巻

二
七
二
貝
)
「
一
国
一
郡
の
主
と
も
い
わ
れ
候
程
の
身
の
上
に
て
は
:
・
:
其
身
柄
の
孝
行
と
申
は
、
第
一
受
継
候
家
を
大
事
に
取
治
め
、
我
私
の
為
に
取

乱
さ
ぬ
様
に
心
を
思
ひ
、
其
家
に
殺
を
付
ず
し
て
、
叉
其
次
に
全
譲
渡
し
侯
事
専
要
に
て
候
」
(
同
前
二
六
六
頁
)
等
々
の
発
言
に
、
こ
れ
を
典
型
的
な

形
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
川
)
広
瀬
豊
『
山
鹿
素
行
全
集
』
(
岩
波
書
応
、
昭
和
一
五
J
一
七
年
)
第
九
巻
六
八
J
六
九
頁
。

(
ロ
)
行
論
中
に
続
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
の
統
治
主
体
を
拘
束
す
る
「
修
己
治
人
」
命
題
、
こ
れ
と
の
関
連
で
云
え
ば
、
「
貴
賎
尊
卑
」
の
当
為
が
そ
の
有
力

な
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
自
然
の
上
下
秩
序
に
比
定
さ
れ
る
「
貴
賎
尊
卑
」
、
特
に
主
従
関
係
に
お
い
て
の
「
君
臣
上
下
」
の
「
名

分
」
は
、
「
理
」
「
天
理
」
等
の
形
而
上
学
的
範
鴎
を
以
て
も
そ
の
普
通
妥
当
性
が
説
か
れ
、
か
か
る
規
範
の
遵
守
(
「
礼
」
「
敬
」
等
〉
が
「
天
下
太
平
」

に
つ
な
が
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
「
礼
ハ
天
理
ノ
享
徳
ニ
シ
テ
盛
大
流
行
ノ
至
神
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
天
下
ノ
コ
ト
ニ
感
ズ
ル
時
ハ
恭
敬
辞
譲
/
心
ト

ナ
ル
。
上
下
貴
賎
ノ
分
定
リ
、
位
、
口
問
ア
リ
テ
相
争
ハ
ズ
相
シ
ノ
ガ
ズ
シ
テ
天
下
太
平
也
」
(
熊
沢
蕃
山
「
集
議
和
書
」
『
〈
日
本
思
想
大
系
・
三

O
V
熊

沢
審
山
』
〔
岩
波
書
防
、
昭
和
四
六
年
〕
一

O
一
二
一
良
)
「
天
地
あ
り
て
、
然
る
後
に
君
臣
あ
り
。
君
臣
あ
り
て
、
然
る
後
に
上
下
あ
り
。
上
下
あ
り
て
、
然

る
後
に
礼
儀
措
く
と
こ
ろ
あ
り
。
有
し
く
も
君
臣
の
名
、
正
し
か
ら
ず
し
て
、
上
下
の
分
、
厳
な
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
尊
卑
は
位
を
易
へ
、
貴
践
は
所

を
失
ひ
、
強
は
弱
を
凌
ぎ
、
衆
は
寡
を
暴
し
て
、
(
天
下
国
家
)
亡
ぶ
こ
と
日
な
け
ん
」
(
藤
田
幽
谷
「
正
名
論
」
『
水
戸
学
』
一

O
頁
)
等
々
。

(日
V

『
山
鹿
古
来
行
全
集
』
第
六
巻
四
五
頁
。

(
リ
円
)
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
『
日
本
経
済
叢
書
』
(
同
大
正
=
一
年
)
第
三
巻
五
五
頁
。

(
日
)
「
天
」
を
立
論
の
前
提
と
し
て
、
こ
こ
に
説
き
到
る
そ
の
在
り
後
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
の
証
拠
立
て
を
必
要
と
し
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、

室
鳩
巣
『
不
亡
抄
』
中
の
一
節
と
荻
生
畑
也
知
怖
が
『
弁
道
』
で
語
る
と
こ
ろ
と
を
引
用
し
て
お
く
。
な
お
、
「
天
下
は
天
下
の
天
下
也
、
一
人
の
天
下
に
非

ず
」
と
表
現
さ
れ
る
〈
天
下
為
公
〉
原
理
に
つ
い
て
は
、
小
野
寿
人
『
明
治
維
新
前
後
に
於
げ
る
政
治
思
想
の
展
開
』
(
至
文
堂
、
昭
和
一
九
年
〉
が
、

当
時
の
時
流
に
即
し
た
傾
向
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
淵
源
と
日
本
に
お
け
る
受
容
の
過
程
に
つ
い
て
詳
細
で
あ
る
。

「
天
は
万
物
の
為
に
労
し
て
、
終
に
万
物
を
労
せ
ず
、
放
に
人
に
労
し
て
人
を
労
せ
ず
、
乃
玉
は
天
の
事
な
り
、
人
に
労
し
て
人
を
労
せ
ず
、
侯
は
天

の
吏
な
り
、
天
子
と
天
吏
と
其
道
天
地
に
逢
を
以
て
、
閣
を
保
つ
こ
と
無
窮
に
し
て
億
兆
の
人
を
利
す
、
若
後
世
人
に
労
ぜ
ず
し
て
人
を
労
す
る
時
は
、

天
道
に
背
き
ま
た
人
望
に
背
て
、
天
下
国
家
を
保
つ
こ
と
あ
た
は
ず
」
(
『
日
本
経
済
叢
書
』
第
三
巻
六
四
頁
)

「
先
生
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
、
そ
の
道
は
多
端
な
り
と
い
へ
ど
も
、
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
。
そ
の
本
は
天
命
を
敬
す
る
に
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説

在
り
。
天
我
に
命
じ
て
天
子
と
な
り
諸
侯
と
な
り
大
夫
と
な
れ
ば
、
す
な
わ
ち
臣
民
の
在
る
こ
と
あ
り
。
土
と
な
れ
ば
、
す
な
ろ
ち
宗
族
妻
子
の
在
る
こ

と
あ
り
。
み
な
我
を
待
ち
て
し
か
る
の
ち
安
ん
ず
る
者
な
り
。
か
つ
や
土
太
夫
は
み
な
そ
の
君
と
天
職
を
共
に
す
る
者
な
り
。
故
に
君
子
の
道
は
、
た
だ

仁
を
大
な
り
と
な
す
」
(
『
八
日
本
思
想
大
系
・
一
二
六
〉
荻
生
狙
徐
』
〔
岩
波
書
応
、
昭
和
四
八
年
〕
一
七
頁
)

(

V

山
〉
『
水
戸
学
』
一
七
一
一
良
。

(
げ
〉
勿
論
、
こ
う
し
た
発
想
自
体
は
戦
闘
期
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鳥
居
一
克
忠
は
、
関
ケ
原
の
東
西
両
箪
衝
突
に
先
ん
じ
て
徳
川
家

の
一
員
と
し
て
伏
見
箆
城
「
討
死
」
の
覚
悟
を
決
め
て
は
、
「
天
下
の
土
に
義
を
進
る
手
始
と
な
ら
ん
と
存
る
所
也
」
(
『
武
士
道
全
昔
日
』
三
五
八
頁
)
と
語

っ
て
い
た
。
儒
教
的
な
教
養
の
浸
透
と
は
、
注
(

7

)

に
引
用
し
た
『
明
君
家
訓
』
流
の
定
式
化
を
通
じ
て
、
か
か
る
発
想
が
武
士
の
末
端
へ
と
広
が
っ

て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
に
こ
そ
幕
末
に
お
け
る
一
薩
摩
落
土
の
「
古
よ
り
大
義
之
為
に
父
母
妻
子
を
も
顧
ず
命
を
捨
候
儀
、
土
た
る
者
之
職
分

に
て
、
甘
心
仕
る
可
き
儀
に
御
座
侠
」
(
日
本
史
籍
協
会
『
大
久
保
利
通
文
書
』
〔
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
四
J
四
八
年
〕
第
一
巻
一
一
一
一
一
良
)
と
の
言

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
同
)
『
水
戸
学
』
三
五
七
頁

1
三
五
九
頁
。
行
論
に
云
う
〈
並
存
せ
し
め
て
〉
と
は
、
会
沢
が
、
「
国
天
下
ノ
タ
メ
ニ
命
ヲ
掛
ル
」
に
し
ろ
、
「
其
君
ノ
タ
メ

ニ
身
命
ヲ
助
」
つ
に
し
ろ
、
い
づ
れ
の
立
場
を
取
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
「
(
臣
ガ
)
各
A
士
山
ニ
従
テ
身
ヲ
致
ス
コ
ト
即
チ
天
道
ナ
リ
」
と
説
い
て
い
る

こ
と
を
指
す
。
ち
な
み
に
、
立
場
の
選
択
が
問
題
に
な
る
の
は
、
「
国
天
下
ノ
タ
メ
ニ
」
働
く
、
す
な
わ
ち
「
道
」
に
従
っ
て
「
民
ヲ
治
ル
」
こ
と
と
、

「
其
君
ノ
タ
メ
-
こ
尽
力
す
る
こ
と
と
の
聞
に
矛
盾
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。
会
沢
の
発
言
は
、
「
君
ヲ
諌
テ
聴
カ
ザ
ル
ト
キ
ニ
ハ
、
其
国
ヲ
去
ラ
ン
ヨ

リ
ハ
、
死
ヲ
以
テ
諌
ル
コ
ト
忠
ニ
非
ズ
ヤ
」
の
問
に
対
し
て
「
是
、
其
時
ニ
ヨ
リ
、
其
事
-
一
ヨ
リ
、
其
君
ニ
ヨ
リ
、
其
巨
ニ
ヨ
リ
テ
棺
応
ノ
処
置
ア
ル
ベ

シ
。
一
概
ユ
ハ
論
ジ
ガ
タ
シ
」
と
答
え
、
こ
れ
を
敷
街
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
論
議
の
経
緯
を
踏
え
て
補
足
す
る
な
ら
、
「
道
」
「
善
悪
」
と

「
主
君
」
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
の
「
臣
」
の
「
去
就
」
に
つ
い
て
は
、
行
論
に
続
け
て
述
べ
る
と
こ
ろ
の
武
士
の
モ
l
レ
ス
の
在
り
様
に
応
じ
て
、
幾
つ

か
の
立
場
が
あ
り
得
た
。
「
従
来
の
武
士
の
気
組
を
本
質
的
に
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で
う
け
つ
ご
う
と
す
る
」
「
武
士
道
」
(
相
良
享
『
日
本
人
の
伝
統
的
倫

理
観
』
〔
理
想
社
、
昭
和
三
九
年
〕
六
二
頁
〉
の
系
譜
に
お
い
て
は
、
規
範
的
判
断
を
放
棄
し
て
「
主
従
の
契
」
に
殉
ず
る
姿
勢
が
培
わ
れ
て
い
た
と
云

っ
て
良
い
。
「
主
君
の
味
方
と
し
て
、
善
悪
共
に
打
任
せ
、
身
を
榔
て
居
る
御
家
来
は
他
事
無
き
者
也
」
(
『
三
河
物
語
葉
隠
』
二
二
三
頁
)
「
(
諌
言
の
末

に
、
な
お
主
君
の
〉
御
悪
事
之
有
る
時
、
弥
御
味
方
仕
、
何
と
ぞ
世
上
に
知
れ
申
さ
ざ
る
様
に
仕
る
可
き
事
」
(
同
前
一
ニ

O
八
頁
〉
等
々
、
『
葉
隠
』
が
説

く
所
に
は
、
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
社
会
的
立
場
の
変
化
に
応
じ
て
武
士
の
生
き
方
を
、
儒
教
の
理
解
の
も
と
に
あ
ら
た

に
反
省
し
て
生
ま
れ
た
」
「
士
道
」
(
相
良
手
、
同
前
六
二
一
良
)
の
流
れ
に
あ
っ
て
は
、
「
君
に
道
無
く
政
に
法
無
き
と
き
は
、
或
は
こ
れ
を
諌
む
る
こ
と

論
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し
ば
し
、
或
は
カ
を
つ
く
し
て
身
を
収
め
て
、
君
の
関
悟
を
ま
つ
と
い
へ
ど
も
、
時
勢
と
も
に
然
る
と
き
は
、
君
子
こ
こ
に
留
ま
ら
ざ
る
也
」
(
山
鹿
素

行
「
山
鹿
語
類
」
『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
六
巻
八
八
頁
)
と
説
か
れ
る
如
く
、
そ
の
極
に
、
「
道
」
に
従
つ
て
の
君
臣
関
係
の
解
除
の
主
張
が
為
さ
れ
て
い

た
。
「
医
ハ
君
ニ
手
伝
ヒ
テ
民
ヲ
治
ル
役
人
ニ
シ
テ
、
其
君
一
身
ノ
使
ヒ
モ
ノ
ユ
非
ズ
」
ハ
『
水
戸
学
』
三
五
四
頁
)
と
断
ず
る
会
沢
安
の
『
人
臣
去
就
説
』

も
、
「
君
其
道
ヲ
行
ハ
ザ
ル
時
ハ
退
ク
ベ
シ
」
(
同
前
三
五
六
頁
)
と
、
同
様
の
主
張
に
貫
ぬ
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
「
士
道
」
の
系
噛
間
に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
-
般
的
な
議
論
で
は
な
い
。
先
に
そ
の
論
ず
る
所
を
引
用
し
た
室
鳩
巣
『
不
亡
抄
』
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
「
其
君
悪

事
あ
る
と
き
命
を
塵
芥
に
軽
し
、
敵
の
鉾
を
欺
の
心
を
以
て
其
君
の
怒
り
を
犯
し
て
諌
こ
と
尤
な
り
、
主
君
用
い
ざ
る
待
相
と
も
に
怒
を
生
じ
、
忠
を
ひ

る
が
え
す
事
大
な
る
誤
な
り
。
:
:
:
主
君
用
い
ざ
る
と
い
ふ
と
も
、
退
心
を
止
め
忠
貞
に
立
帰
り
、
難
に
趣
て
死
を
共
に
す
べ
し
」
(
『
日
本
経
済
叢
書
』

第
三
巻
五
八
頁
)
と
の
説
が
為
さ
れ
て
い
た
が
、
却
っ
て
こ
う
し
た
主
張
が
通
例
で
あ
り
、
武
士
に
浸
透
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
。
「
道
」
に
従
う
こ
と

と
「
其
君
」
に
殉
ず
る
こ
と
の
両
全
を
期
す
べ
く
「
其
国
ヲ
去
ラ
ン
ヨ
リ
ハ
、
死
ヲ
以
テ
諌
ル
コ
ト
忠
に
非
ヤ
」
の
「
諌
死
」
の
論
が
、
こ
こ
に
広
が
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
行
論
で
指
摘
す
る
如
く
、
「
国
天
下
ノ
タ
メ
ニ
命
ヲ
掛
ル
コ
ト
」
と
既
存
の
「
奉
公
」
命
題
た
る
「
其
君
ノ
タ
メ
ユ
身
命
ヲ
撤
」
つ

こ
と
の
接
合
・
癒
着
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

〈
ゆ
)
『
橋
本
景
岳
全
集
』
上
巻
五
頁
。

(
初
)
「
士
口
備
温
故
秘
録
」
『
土
口
備
群
書
集
成
』
(
吉
備
群
書
集
成
刊
行
会
、
昭
和
六

t
八
年
)
第
一

O
巻一一一一一一一一頁。

ハ
幻
)
慶
安
二
(
一
六
四
九
)
年
の
「
老
中
・
組
頭
・
物
頭
-
一
口
上
申
閲
」
で
は
、
「
国
治
さ
か
へ
侯
ヘ
ハ
我
等
へ
ノ
奉
公
、
我
等
ハ
上
様
へ
ノ
忠
と
存
候
」

(
『
池
田
光
政
日
記
』
〔
山
陽
図
書
出
版
株
式
会
社
、
昭
和
四
二
年
〕
五
九
九
頁
)
と
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
よ
り
鮮
明
に
窺
え
よ
う
。

(
幻
)
詳
し
く
は
、
小
野
寿
人
、
前
掲
書
五
九
J
七
四
頁
、
和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
(
岩
波
書
底
、
昭
和
二
七
年
)
下
巻
三
六
六
J
三
九
八
頁
、
今

中
寛
司
『
近
世
日
本
政
治
思
想
の
成
立
』
(
創
文
社
、
昭
和
四
七
年
)
三
六
四
!
三
八

O
頁
参
照
。

(
万
)
近
藤
磐
雄
『
加
賀
松
雲
公
』
(
明
治
四
一
年
)
下
巻
四
八
五
頁
。

〈
川
口
)
「
銀
豪
附
録
」
『
肥
後
文
献
議
書
』
ハ
隆
文
館
、
明
治
四
二

t
四
三
年
)
第
一
巻
八
三
頁
。

(
匁
)
支
配
を
正
統
化
す
る
超
越
的
な
原
理
が
、
同
時
に
そ
の
支
配
を
規
制
す
る
原
理
た
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
幕
府
の
寛
政
改
革
の
立
役
者
の
言
を

通
じ
て
或
る
程
度
窺
い
知
れ
る
、
か
か
る
規
制
原
理
と
し
て
の
定
着
は
、
幕
府
改
革
派
勢
力
の
内
面
に
分
け
入
る
最
初
の
段
階
で
、
よ
り
は
っ
き
り
と
こ

れ
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

(

M

A

)

渋
沢
栄
一
『
楽
翁
公
伝
』
(
岩
波
書
庖
、
昭
和
二
一
年
)
一
一
六
頁
。
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説

(
幻
)
『
荻
生
狙
徐
』
一
二
四
八
頁
。

(
お
)
山
県
大
弐
は
、
「
天
に
二
日
な
く
、
民
に
二
王
な
し
、
・
:
・
・
今
そ
れ
衰
乱
の
国
は
、
君
臣
そ
の
志
を
二
に
し
、
禄
位
そ
の
本
を
こ
に
す
、
故
に
名
を
好

む
者
は
彼
に
従
ひ
、
利
を
好
む
者
は
此
に
従
う
。
名
利
相
属
せ
ず
し
て
、
情
欲
分
る
」
(
岩
波
文
庫
『
柳
子
新
論
』
二
一
頁
)
と
幕
落
体
制
の
君
医
関
係

の
暖
昧
さ
を
突
き
、
「
官
制
を
復
し
、
以
て
そ
の
名
を
正
し
、
礼
楽
を
輿
し
、
以
て
そ
の
実
を
示
す
」
ハ
二
三
頁
)
ベ
く
王
政
復
士
口
を
志
向
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
る
明
和
事
件
(
一
七
六
七
年
)
や
、
そ
れ
に
僅
か
に
先
立
っ
て
の
竹
内
式
部
の
宝
暦
事
件
(
一
七
五
八
年
〉
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
が
現
実
的
な
形

を
と
っ
た
数
少
な
い
事
例
と
見
る
事
が
出
来
よ
う
。

(
汐
)
『
熊
沢
蕃
山
』
一
五
一
頁
。
ち
な
み
に
、
蕃
山
は
、
こ
の
言
に
続
け
て
「
天
下
の
人
是
を
見
て
、
威
も
カ
も
な
き
人
を
日
本
の
主
筋
と
し
、
か
く
の
如

く
あ
が
め
奉
り
主
君
と
な
し
て
か
し
こ
ま
り
給
へ
る
は
誠
に
道
あ
る
君
な
り
、
我
等
い
か
で
国
・
郡
を
給
は
り
な
が
ら
忠
を
存
ぜ
ざ
ら
む
や
と
、
む
か
し

賊
心
あ
り
し
者
も
、
た
ち
ま
ち
ひ
る
が
え
し
て
普
代
の
思
ひ
を
な
せ
り
」
と
説
き
、
朝
廷
を
奉
戴
す
る
こ
と
を
以
て
「
将
軍
家
御
冥
加
の
た
め
也
」
と
し

て
い
た
。

〔
犯
)
勿
論
、
そ
れ
は
、
大
名
の
将
軍
へ
の
臣
従
を
説
く
立
論
に
つ
な
が
る
(
前
注
参
照
)
。
な
お
、
国
学
の
系
譜
を
も
含
め
た
そ
の
具
体
的
な
動
向
に
つ
い

て
は
、
本
節
中
に
後
述
す
る
。

(
引
)
こ
の
こ
と
は
、
外
様
の
諸
藩
士
に
あ
っ
て
の
対
幕
府
関
係
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
著
し
い
。
ベ
リ

I
来
航
時
の
吉
田
松
陰
の
憤
激
、
「
近
時
一
種
の
憎

む
べ
き
俗
論
あ
り
。
云
は
く
、
江
戸
は
幕
府
の
地
な
れ
ば
御
旗
木
及
び
御
譜
代
・
御
家
門
の
諸
藩
こ
そ
カ
を
尽
さ
る
べ
し
、
国
主
の
列
落
は
各
々
其
国
を

重
ん
ず
べ
き
こ
と
な
れ
ば
、
必
ず
し
も
カ
を
江
戸
に
尽
さ
ず
し
て
可
な
り
と
。
鳴
呼
、
此
の
輩
唯
に
幕
府
を
敬
重
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、

突
に
天
下
の
大
義
に
情
き
も
の
と
云
う
ベ
し
」
(
山
口
県
教
育
委
員
会
『
吉
田
松
陰
全
集
』
〔
行
波
書
出
、
昭
和
一
正
年
、
以
下
『
松
陰
全
集
』
と
略
す
〕

第
一
巻
二
九
八
頁
)
か
ら
は
、
そ
う
し
た
在
り
様
が
は
っ
き
り
と
窺
え
よ
う
。

(
匁
〉
『
水
戸
学
』
一
一
一

O

J
一
二
二
頁
。
叉
、
会
沢
安
「
辿
発
篇
」
岩
波
文
庫
『
新
論
・
池
田
空
煽
』
二
六
五
J
二
六
七
頁
参
照
。

(
m
u
)

同
前
二
六
七
頁
。

(
M
A
)

例
え
ば
、
山
叫
陀
宗
行
は
以
下
の
如
く
述
べ
て
、
「
本
朝
を
以
て
中
国
と
為
る
」
(
「
中
朝
事
実
」
『
全
集
』
第
一
一
一
一
巻
一
八
頁
)
所
以
を
明
ら
か
に
し
て
い

る。
「
帝
、
由
主
極
を
人
由
主
の
始
に
建
て
規
模
を
万
世
の
上
に
定
め
、
而
し
て
、
中
国
(
本
朝
〉
明
ら
か
に
三
綱
(
君
臣
の
分
・
父
子
の
殺
・
男
女
の
別
)
の

遺
る
べ
か
ら
ず
，
さ
る
こ
と
を
知
る
。
故
に
、
皇
統
一
た
び
立
ち
て
低
万
世
こ
れ
に
襲
っ
て
変
ぜ
ず
、
天
下
皆
正
朔
を
受
け
て
そ
の
時
を
試
に
せ
ず
、
万

論
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園
、
王
命
を
哀
け
て
そ
の
俗
を
異
に
せ
ず
、
一
二
綱
終
に
沈
倫
ぜ
ず
、
徳
化
塗
炭
に
陥
ら
ず
。
異
域
の
外
国
量
企
て
望
む
ベ
け
ん
や
」
(
同
前
四
一
頁
)

浅
見
網
斎
が
そ
の
『
中
国
弁
』
に
お
い
て
語
る
一
節
、
「
五
日
国
天
地
開
け
て
巳
米
正
統
つ
づ
き
万
世
君
主
の
大
綱
変
ぜ
ざ
る
事
、
是
れ
三
綱
の
大
な
る

も
の
に
し
て
、
他
国
の
及
ば
ざ
る
所
に
あ
ら
ず
や
」
(
伝
記
学
会
『
増
補
山
崎
関
斎
と
其
門
流
』
〔
明
治
書
房
、
昭
和
一
九
年
〕
入
頁
〉
も
、
素
行
が
斯
く

述
べ
る
と
同
一
の
趣
旨
と
見
る
べ
く
、
い
づ
れ
も
儒
教
的
な
立
場
か
ら
「
皇
統
」
の
「
百
代
連
綿
」
に
「
名
分
」
規
範
遵
守
の
歴
史
事
実
を
読
み
込
ん

で
、
こ
れ
を
以
て
「
本
朝
」
「
吾
国
」
の
価
値
的
な
優
越
性
を
明
示
し
土
う
と
す
る
議
論
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

素
行
や
崎
門
派
朱
子
学
の
日
本
版
「
中
華
」
説
と
も
一
云
う
べ
き
こ
の
よ
う
な
立
論
に
対
し
、
儒
教
道
徳
を
「
其
ノ
旨
を
き
は
む
れ
ば
、
た
だ
人
の
国
を

う
ば
L

む
が
た
め
と
、
人
に
奪
は
る
ま
じ
き
か
ま
え
と
の
、
二
つ
に
は
す
ぎ
ず
な
も
あ
る
」
(
本
居
室
長
「
直
毘
霊
」
『
本
居
宣
長
全
集
』
〔
吉
川
弘
文
館
、

大
正
一
五
J
昭
和
三
年
〕
第
一
巻
五
回
頁
)
と
批
判
し
つ
つ
、
「
漢
意
」
「
さ
か
し
ら
」
を
排
し
て
「
神
間
」
の
「
神
国
」
た
る
所
以
を
説
い
た
の
が
、
宣

長
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
国
学
の
門
流
で
あ
っ
た
。

ウ

ミ

ナ

シ

カ

ム

ロ

ギ

サ

グ

ウ

「
五
回
天
皇
尊
は
し
も
、
然
る
い
や
し
き
国
々
の
王
ど
も
と
、
等
な
み
に
は
坐
ま
さ
ず
、
此
ノ
御
園
を
生
成
た
ま
へ
り
し
神
祖
命
の
、
御
み
ず
か
ら
援
賜

ア
マ
ヒ
ツ
ギ

オ

ホ

ミ

コ

ト

ア

γ

ナ

へ
る
皇
統
に
ま
し
/
'
¥
て
、
天
地
の
始
メ
よ
り
、
大
御
食
国
と
定
ま
り
た
る
天
ノ
下
に
し
て
、
大
御
神
の
大
命
に
も
、
天
皇
悪
く
坐
シ
ま
さ
ば
、
莫
ま
つ

ろ
ひ
い
そ
と
は
詔
た
ま
は
ず
な
れ
ば
、
益
百
く
坐
サ
む
も
悪
く
坐
サ
む
も
側
よ
り
う
か
が
ひ
は
か
り
奉
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
天
地
の
あ
る
き
は
み
、
月
日
の

照
す
限
り
は
、
い
く
万
代
を
経
て
も
、
動
き
坐
サ
ぬ
大
君
に
坐
セ
リ
」
(
同
前
五
九
頁
)

室
長
が
斯
く
論
ず
る
如
く
、
そ
の
「
神
間
」
思
想
は
、
記
紀
の
神
話
を
「
実
事
」
と
見
倣
し
て
「
天
皇
」
を
「
天
照
大
神
御
の
御
子
」
の
と
受
け
と

め
、
こ
れ
を
善
悪
を
越
え
た
彼
岸
に
置
い
て
絶
対
化
、
か
か
る
前
提
の
上
に
立
っ
て
、
そ
う
し
た
「
天
皇
」
を
戴
く
「
皇
国
」
を
「
万
国
に
勝
れ
た
る
」

と
説
く
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

な
お
「
神
国
」
思
想
そ
れ
自
体
の
淵
源
に
つ
い
て
は
、
田
村
円
澄
「
神
国
思
想
の
系
譜
」
『
史
淵
」
(
九
州
大
学
)
七
六
号
を
参
照
。

ハ
労
)
『
新
論
・
泊
券
編
』
六
頁
。

(
%
)
「
国
体
と
云
ふ
こ
と
、
宋
時
の
室
固
な
ど
往
々
之
れ
あ
り
、
我
邦
の
蓄
に
は
未
だ
見
当
ら
ず
。
水
府
に
於
て
云
ひ
出
せ
し
こ
と
か
」
(
山
県
太
華
「
講
孟
剖

記
評
語
」
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
三
巻
六

O
六
J
六
O
七
頁
〉
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
後
期
水
戸
学
の
「
国
体
」
論
は
、
基
本
的
に
は
儒
教
的
「
名
分
」

論
の
立
場
か
ら
、
「
皇
統
」
の
「
百
代
連
綿
」
に
「
君
臣
上
下
」
「
君
臣
の
義
」
確
守
の
歴
史
事
実
を
見
て
、
こ
れ
を
以
て
「
神
州
」
「
皇
国
」
の
対
外
的
な

価
値
づ
け
を
目
指
す
議
論
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
会
沢
安
『
新
論
』
「
国
体
」
二
一
章
を
見
る
に
、
「
臣
の
君
分
」
「
君
臣
の
義
」
(
忠
)
は
、
「
父
子
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説論

の
親
」
(
孝
)
と
共
に
「
天
祖
」
「
神
聖
」
の
作
為
に
出
ず
る
も
の
と
さ
れ
、
「
皇
統
」
の
「
一
一
姓
歴
々
」
に
つ
な
が
る
そ
の
規
範
の
遵
守
は
、
「
神
聖
・
忠

孝
を
以
て
閣
を
建
て
」
て
以
来
の
「
遺
風
余
烈
」
に
よ
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
(
『
新
論
・
油
揚
編
』
一
一
一
一
頁
)
。
し
か
も
、
「
天
祖
」
以
来
の
伝
統

と
し
て
「
尚
武
」
と
「
愛
民
」
と
が
併
せ
押
さ
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
も
、
「
国
体
の
尊
厳
」
を
織
り
成
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
藤
田
東
湖
が
『
弘
道
館
述

義
』
に
述
べ
る
次
の
一
節
か
ら
も
、
水
戸
学
「
国
体
」
論
の
か
か
る
在
り
様
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

「
蓋
し
蒼
生
安
寧
、
こ
こ
を
以
て
宝
一
昨
無
窮
な
り
。
宝
酢
無
窮
、
こ
こ
を
以
て
国
体
尊
厳
な
り
。
国
体
尊
厳
、
こ
こ
を
以
て
蛮
夷
戎
秋
率
服
す
。
四

者
循
還
し
て
一
の
ご
と
く
、
お
の
お
の
相
須
ち
て
美
を
済
す
。
而
し
て
そ
の
然
る
所
以
の
も
の
は
、
未
だ
始
め
よ
り
斯
道
の
致
す
と
こ
ろ
に
在
ら
ず
ん
ば

あ
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
道
た
る
光
明
正
大
、
岡
よ
り
一
一
一
も
て
数
へ
易
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
嘗
み
に
窃
か
に
神
皇
経
紛
の
惑
を
語
仰
し
、
後
世
の
名
を
以

て
こ
れ
を
述
ぶ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
そ
の
要
、
三
あ
り
。
日
く
敬
神
、
日
く
愛
民
、
日
く
尚
武
、
と
。
古
史
、
筒
な
り
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
そ
の
大
体
は

彰
明
較
著
に
し
て
、
部
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
・
・
・
天
皇
す
で
に
天
日
之
嗣
を
承
け
て
、
蒼
生
を
撫
育
し
、
ま
た
太
陽
の
出
ず
る
所
に
拠
り
て
、
万
方
に

君
臨
し
た
ま
ふ
。
恩
・
威
、
兼
ね
施
し
、
仁
厚
勇
武
、
並
び
行
は
れ
て
相
伴
ら
ざ
る
も
の
は
、
蓋
し
神
皇
、
立
極
の
大
体
に
し
て
、
神
州
の
字
内
に
冠
絶

す
る
所
以
は
、
そ
れ
ま
た
こ
こ
に
在
る
か
」
(
『
水
戸
学
』
二
七
五
頁
)

ハ
幻
)
後
期
水
戸
学
に
関
し
て
云
え
ば
、
そ
の
「
国
体
」
論
は
、
真
木
和
泉
・
吉
田
松
陰
等
尊
嬢
派
の
急
進
分
子
は
一
広
う
に
及
ば
ず
、
佐
久
間
象
山
・
横
井
小

楠
・
橋
本
左
内
等
、
幕
末
の
開
明
派
の
系
譜
に
も
、
或
は
叉
島
津
斉
彬
・
松
平
慶
、
氷
一
等
、
い
わ
ゆ
る
「
賢
侯
」
グ
ル
ー
プ
の
悶
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
っ
た
。
後
に
引
く
象
山
や
斉
彬
の
発
言
か
ら
は
、
そ
の
一
端
が
窺
え
よ
う
。
な
お
、
国
学
を
も
併
せ
含
め
た
そ
の
立
論
の
浸
透
に
関
し
て
は
、
芳
賀

登
『
幕
末
士
山
土
の
生
活
』
(
雄
山
閣
、
昭
和
四

O
年
)
二
二
九
J
二
四
八
頁
を
参
照
。

(
苅
)
『
〈
日
本
思
想
体
系
・
五
一
〉
国
学
運
動
の
思
想
』
(
岩
波
書
応
、
昭
和
四
六
年
)
四
一
頁
。

(
労
)
同
前
二

O
九
頁
。

(
紛
)
こ
れ
ら
の
立
論
、
教
説
を
も
合
め
た
国
学
思
想
の
政
治
的
性
格
に
関
し
て
は
、
松
本
三
之
介
『
国
学
政
治
思
想
の
研
究
』
(
未
来
社
、
昭
和
四
七
年
〉

を
参
照
。

(
川
町
)
『
松
陰
全
集
』
第
三
巻
六
一

O
頁。

(
m
U
)

信
濃
教
育
会
『
増
訂
象
山
全
集
』
(
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
九
J
一
O
年
)
第
二
巻
一
一
一
一

J
三
八
頁
。

(
A
U
)

島
津
斉
彬
文
書
刊
行
会
『
島
津
斉
彬
文
書
』
(
古
川
弘
文
館
、
昭
和
三
四
J
)
中
巻
二

O
四
頁
。

(
川
明
〉
『
松
陰
全
桂
木
』
第
八
巻
三
三
二
氏
。

。
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(2) 

(
の
)
『
水
戸
学
』
二
九
六
一
良
。

(
必
)
「
叉
読
む
七
則
」
『
松
陰
全
集
』
第
四
巻
一
八
六
頁
。

(
円
引
)
『
北
大
法
学
論
集
』
第
二
九
巻
第
三
・
四
号
四
一
二

O
頁。

(
岬
叩
〉
松
平
慶
永
建
議
草
稿
(
安
政
元
年
二
月
)
『
昨
夢
紀
事
』
第
一
巻
一
七
七
頁
。

ハ
川
相
)
「
征
夷
大
将
司
阜
は
征
夷
の
二
字
に
御
相
当
遊
ば
さ
れ
ず
」
(
水
戸
藩
士
菜
、
勝
海
舟
「
ま
が
き
の
い
ば
ら
」
『
全
集
』
第
一
一
巻
五

O
二
頁
〉
「
征
夷
果
し

て
何
の
意
ぞ
、
全
く
心
肝
な
き
に
似
た
り
」
(
吉
田
松
陰
「
松
陰
詩
稿
」
『
全
集
』
第
七
巻
一
一
一
一
一
頁
〉
等
の
発
言
か
ら
も
、
同
様
の
動
き
を
看
て
取
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
福
地
源
一
郎
が
そ
の
『
幕
府
衰
亡
論
』
に
お
い
て
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
際
ハ
大
老
井
伊
直
弼
の
横
死
以
後
、
但
し
ベ
リ
l
来
航
の
直
後
か
ら
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
行
論
中
の
引
用
文
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
)
よ

り
し
て
慶
応
の
末
に
至
る
ま
で
、
京
師
も
幕
府
も
、
尊
炉
内
兄
も
開
国
党
も
、
挙
げ
て
皆
名
義
に
惑
い
た
る
は
、
征
夷
大
将
軍
の
職
名
の
『
征
夷
』
と
云
へ

る
二
字
に
て
あ
り
き
。
京
師
に
て
『
征
夷
大
将
軍
と
あ
る
に
鎖
撲
を
行
な
わ
ざ
る
は
如
何
』
と
責
む
れ
ば
、
幕
府
に
で
も
『
実
に
征
夷
の
二
字
に
対
し
て

も
申
訳
こ
れ
な
く
候
』
と
謝
し
、
尊
一
様
党
の
た
め
に
『
征
夷
は
如
何
々
々
』
と
詰
ら
れ
て
、
『
恐
入
り
た
り
』
と
困
却
し
た
る
は
不
思
議
千
万
な
り
と
云

う
べ
し
。
(
中
略
)
万
延
・
文
久
に
至
り
『
機
夷
』
の
文
字
を
新
た
に
用
い
た
る
が
た
め
に
、
た
ち
ま
ち
『
征
夷
』
の
『
夷
』
の
字
と
『
擦
夷
』
の
『
夷
』

の
字
と
を
同
意
向
突
の
も
の
の
如
く
に
解
釈
し
、
征
蝦
夷
将
軍
は
す
な
わ
ち
一
作
外
夷
将
軍
な
り
と
附
会
し
、
征
夷
大
将
軍
に
は
初
め
よ
り
牽
麓
の
関
係
も

な
き
外
夷
摂
斥
を
以
て
そ
の
当
職
な
り
と
責
め
た
る
は
、
怪
し
む
べ
き
の
極
な
り
と
す
」
(
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
版
一
一
一
一

J
一一一一一頁)。

(
m
N
)

『
昨
夢
紀
事
』
第
三
巻
一
五
七
頁
。

(
引
)
末
松
謙
澄
『
防
長
回
天
史
』
(
東
京
国
文
社
、
大
正
一

O
年
)
弐
二
三
二
頁
。

(
見
)
そ
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
井
野
辺
茂
雄
『
幕
末
史
概
説
』
一
一
一

O
J
一
二
八
頁
、
二
三
四

1
二
円
七
頁
、
芝
原
拓
自
『
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
』
ハ
御

茶
の
水
書
房
、
昭
和
四

O
年
)
一
六
四
J
一
七

O
頁
等
参
照
。

(
日
)
『
水
戸
藩
史
料
』
上
編
坤
四
一
一
六
頁
。

(
山
パ
)
勝
海
舟
「
ま
が
き
の
い
ば
ら
」
『
全
集
』
第
一
一
巻
五

O
O頁。

(
汚
)
『
水
戸
藩
史
料
』
上
編
坤
七
一

O
頁。

(
げ
切
)
同
前
八

O
四
頁
。

(
灯
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
徳
宮
司
国
民
出
人
』
第
四
三
巻
二

O
六
J
二
三
四
頁
参
照
。
な
お
、
誠
忠
組
が
そ
の
後
に
公
武
合
体
路
線
へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
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説

動
き
を
併
せ
含
め
て
は
、
毛
利
敏
彦
『
明
治
維
新
政
治
史
序
説
』
八
八
J
一
O
七
頁
を
参
照
。

(
兇
)
徳
富
『
国
民
史
』
四
二
巻
一
一
一
一
一
一

J
三
四
四
頁
参
照
。

(
男
〉
「
都
日
記
」
『
有
馬
新
七
先
生
伝
記
及
遺
稿
』
二
九
八
頁
。

(

ω

)

(

ハ
引
)
(
臼
〉
(
臼
)
「
大
疑
問
答
」
同
前
二

O
九
J
一
一
一
一
頁
。

(
臼
)
吉
田
松
陰
が
「
拙
者
考
へ
候
所
に
て
は
天
下
に
真
勤
王
・
偽
勤
王
之
れ
あ
り
」
(
『
全
集
』
第
九
巻
一
五
一
一
良
)
と
す
る
所
以
の
一
端
は
、
お
そ
ら
く
こ

こ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
叉
、
「
皇
統
」
の
価
値
的
な
上
昇
が
多
分
に
政
治
力
学
的
な
変
化
の
反
映
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
水
一
戸
の
「
持
重
」
論
者
の
自
に

「
(
大
諸
侯
は
)
模
様
に
よ
り
幕
府
へ
附
き
奉
る
可
く
、
京
都
へ
も
従
い
奉
る
可
く
、
我
が
為
よ
ろ
し
き
方
に
帰
す
可
し
と
の
心
腹
は
勿
論
の
事
に
御
座

候
」
(
石
河
幹
修
、
『
水
戸
落
史
料
』
上
編
均
九
三
七
頁
)
と
映
じ
て
い
た
如
く
、
日
和
見
が
大
名
層

l
藩
権
力
の
平
均
的
動
向
を
成
し
て
い
た
こ
と
も
、

蓋
し
当
然
で
あ
ろ
う
。

(
の
)
『
水
戸
落
史
料
』
上
編
坤
八
六
四
頁
。

(
“
)
小
田
村
伊
之
助
・
久
保
清
太
郎
・
久
坂
玄
端
宛
書
翰
(
安
政
六
年
三
月
)
『
松
陰
全
集
』
第
九
巻
二
九
五
頁
。

(
片
山
)
「
大
疑
問
答
」
『
有
馬
新
七
先
生
伝
記
及
遺
稿
』
一
二

O
頁。

(
侃
)
「
叉
読
む
七
則
」
『
松
陰
全
集
』
第
四
巻
一
八
六
頁
。

(
臼
)
(
初
)
黙
森
と
の
往
復
書
翰
(
安
政
三
年
八
月
)
『
松
陰
全
集
』
第
八
巻
五
一
八
J
五
一
一
一
頁
。

(
引
)
『
二
一
河
物
語
葉
穏
』
二
五
三
頁
。

(
刀
)
『
水
戸
藩
史
料
』
上
編
坤
七
三
九
頁
。

(
乃
)
勝
海
舟
「
ま
が
き
の
い
ば
ら
」
『
全
集
』
第
一
一
巻
五
一
ム
ハ
J
五
一
七
頁
。

(
刊
)
吉
田
松
陰
「
狂
夫
の
善
一
己
『
全
集
』
第
五
巻
一

O
六
頁
。

(
巧
〉
「
松
陰
詩
稿
」
『
全
集
』
第
七
巻
二

O
五
頁
。

〈
九
)
『
松
陰
全
集
』
第
五
巻
一

O
六
、
三
七
三
頁
、
第
七
巻
一
九
八
頁
、
第
九
巻
二
二
三
頁
等
。

(
打
)
藩
主
宛
上
書
(
文
久
元
年
)
『
有
馬
新
七
先
生
伝
記
及
遺
稿
』
三
七

O
頁。

(
花
)
『
水
戸
落
史
料
』
上
編
坤
七
七
八
頁
。

(

m

げ
)
尊
一
様
派
の
急
進
分
子
に
広
が
り
を
見
せ
た
〈
狂
恩
〉
の
自
称
、
そ
の
多
く
の
事
例
と
意
味
と
に
つ
い
て
は
、
徳
重
浅
土
口
『
維
新
精
神
史
研
究
』
(
立
命

論

北法30(4・122)804



(2) 

館
出
版
部
、
昭
和
九
年
〉
二
三
一
一
一
J
一
一
一
三
ハ
頁
・
一
一
五
五
J
二
五
七
頁
、
鹿
野
政
直
「
維
新
へ
の
序
曲
」
『
〈
日
本
の
思
想
〉
幕
末
思
想
集
』
(
筑
摩
芳
一
対
、

昭
和
四
四
年
)
二
四

1
二
五
頁
を
参
照
。

〈m
w
)

『
三
河
物
語
葉
隠
』
二
三
二
頁
。

〈
引
山
)
同
前
二
五
一

1
二
五
二
頁
。

(
位
)
『
水
戸
学
』
一
六
七
頁
。

(
幻
)
勝
海
舟
「
ま
が
き
の
い
ば
ら
」
『
全
集
』
第
一
一
巻
五

O
一一氏。

(
剖
)
(
あ
)
『
水
戸
藩
史
料
』
上
編
坤
七
八

O
頁。

(

M

m

)

(

前
山
)
「
松
陰
詩
稿
」
『
全
集
』
第
七
巻
二

O
凶
真
、
二

O
五
頁
。

(
∞
∞
)
入
江
杉
蔵
宛
書
翰
(
安
政
六
年
三
月
)
『
松
陰
全
集
』
第
九
巻
二
七
七
頁
。

ハm
w
)

幕
末
へ
と
そ
の
ま
ま
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
天
和
一
二
三
六
八
一
二
〉
年
の
『
武
家
諸
法
度
』
に
は
、
そ
の
第
五
項
目
に
「
企
ニ
新
儀
〕
、
結
一
一
徒
党
一
、

成
一
尋
問
約
一
併
私
之
関
所
、
新
法
之
津
留
、
制
禁
之
事
」
(
『
武
家
思
想
」
四
五
人
頁
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
卯
)
「
議
孟
余
話
」
『
松
陰
全
集
』
第
三
巻
三
一
九

t
二
O
頁。

(
引
)
(
匁
)
「
講
孟
訓
記
評
語
」
同
前
五
九
二

t
五
九
四
頁
。

(
何
)
北
山
安
世
宛
書
翰
(
安
政
元
年
四
月
)
『
松
陰
全
集
』
第
九
巻
三
二
六
頁
。

(
山
内
)
『
水
一
戸
審
史
料
』
上
編
坤
八
二
三
頁
。
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Reformist Tokugawa Officials during the Bakumatsu to 

Mid-Meiji Era: Some Problems of Nation-building 

and Loya1ty Shifts (2) 

Hisashi KIKUCHI* 

Introduction 

1 The Genesis of Reform Movement in the Bakufu Govern-

ment 

: Loyalty in the Tokugawa Regime， the Beginning of Dis-

crepancy between the Idea and its Social Background 

1. Reforms in the Bakufu Government 1853-1860 

2. Growing Split in the traditional idea of Loyalty among 

the Bakufu Reformists 

11 Development of Reform Movement in the Bakufu Govern-

ment and Differentiation of Factions within it 

Emergence of an idea of“nation"， individuation and 
Loyalty Shifts 

111 The Remnant of the Bakufu Reformists vis-a.vis Nation-

bui1ding under the Meiji Oligarchy 

Conflicting ideas of Loyalty and it自 settlement

Conclusion 

The author intends to analyze the thought and behaviour in the 

Bakufu reformists and throws light upon one of most important but 

so far neglected aspects of the恥1eijiRestoration. 

Nation.building in late nineteenth century Japan had two aspects. 

勢 Assistant，Faculty of Law， University of Hokkaiclo 
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On the one hand， it was necessary to break down the feudal system 

and to establish a centralized government. On the other hand， the 

people should be liberated from the bondage of old society and be 

reorganized into one nation. 

lt is well known that some parts of the ruling class， bushi， took 

the initiative of these revolutionary changes. They reexamined and 

changed their views of the world and life， particularly their ideas of 

Loyalty， and did the task. 

Among Japanese scholars， the Sonjo・Tobakuradicals have been 

taken to represent these dramatic changes of ideas. However， the 

moderate Bakufu reformists， their political rivals， also shared the 

same ideological problems with them. 

Reformist made efforts to strengthen the Bakufu government and 

build a nation state under it. And after civil war， although they 

were political los巴r，some of them continued the e任ortsto make a 

n巴w Japan from within the Meiji gov巴rnmentor f rom outside of it. 

T n these activities， there laid the same problems. 

The author starts from this issue and try to analyze their loyalty 

shifts and their attitude toward the task of nation-building. 

In the preceding part of this article (which has been published 

in“The IIukkaidu Law Review" Voi. XXIX No. 3・4)，the author 
shows the subject (intro) and explains the political process in which 

the Bakufu reformists made their appearance (1-1). In the present 

part (1-2)， it is discussed that bushi's loyalty began to turn against 

the Tokugawa regime and that this loyalty shift was carried out not 

onJy by the non-Bakufu groups but aJso hy the Bakufu reformists 

(to be continued) 
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